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午前９時００分開議

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１２番、亀尾共三君、１３番、真壁容子君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・
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日程第３ 町政に対する一般質問

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次質問を許します。

初めに、２番、荊尾芳之君の質問を許します。

２番、荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） おはようございます。２番、荊尾芳之です。議長からお許しをい

ただきましたので、町政に対する一般質問を行います。２点について行います。

第１点目は、保育行政についてであります。

陶山町政にとって、保育行政は大変重要な施策です。町長が目指す５つの挑戦の中でも２番目

という高いところに位置づけられています。こども達がいきいき育つ環境と人材育成に挑戦とし

て、これに沿った施策が進められています。現在、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、小

学校、中学校、高校は臨時休校となっています。保育園は開園していますが、万が一保育園で感

染者が出た場合は１４日間の閉園を実施すると、町長は議会初日に説明されました。どうか、町

民の皆様、手洗いの徹底やせきエチケットなど感染防止の徹底に御協力をお願いをします。今現

在の状況下で、小学校の低学年の子供さんをお持ちの家庭はとても大変です。本当に保育園があ

り、保育園に通えているのはとても日常生活、仕事の上でも重要であり、助かっています。正直、

私もそれを実感している一人であります。

そこで、働く若いお母さん方が年々ふえてきています。しかし、子供さんを保育園に預けられ

なければ、お母さんは働きに出られないのです。保育園の役割は形態も大きく変わってきていま

す。３歳児から預け始める時代から、今は生後６カ月からのゼロ歳、１歳、２歳と低年齢化して

きています。それだけ多くのお母さんが働かなければならない労働環境にあるということです。

育休制度はありますが、全て１００％の方々が取得することが難しい状況です。子供さんを保育

園に預かってもらえるかどうかはとても重要なことなのです。保育園があり、通常どおり開園し

ているということは、町にとっても重要なことなのです。私は南部町として、南部町の子供は南

部町の保育園できちんと保育する、保育行政を進める上で待機児童を出さない、ゼロ歳児でも１

歳児でも保育園に出せる環境整備を行い、途中入所でも受け入れをすることが、町の保育行政を

行う上でとても意義あることだと思います。

第２期南部町子ども・子育て支援事業計画（案）が、令和２年度から令和６年度までの５年間

の計画ですが、でき上がりました。全ての子供の良質な生育環境を保障し、社会全体で支援する

ことを目的として、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の質的拡大・確保、
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地域の子ども・子育て支援の充実を目指すものとあります。そして、この計画の第６章の保育園

のあり方についてでは、子育て環境の充実が今以上に求められていると記載してあります。

そこで、町の施策をより具体的なものにしていく上で、以下の点について町長に伺います。１、

令和２年４月１日の町立保育園４園と、小規模保育園、地域枠を設けたさくらキッズ保育園の入

所状況、定員と入園数について教えてください。２、待機児童は発生していないのか。今後も、

年度途中も受け入れは可能なのか伺います。３、乳幼児の人口推移について、どのように見込ん

でいるのか。ゼロ歳、１歳、２歳の低年齢児と３歳から５歳児のこれまでと今後の推移を教えて

ください。４、保育園の運営体制は、今後どのように進めるのかについて伺います。５番目、公

設民営の保育園についてのお考えを伺います。６番目、保育園の統合による建てかえについては

どうでしょうか。

次に、２つ目の質問は町長選挙についてです。

ことしの１０月に任期満了に伴い、町長、町議の選挙が行われます。陶山町長は再出馬されま

すでしょうか。今のお考えをお尋ねいたします。先般は、江府町の白石町長が７月の江府町長選

挙に出馬することを３月議会で表明されたと新聞に載っていました。陶山町長も同じ２期目を目

指して、ぜひとも継続していただきたいと、この場でお願いを申し上げたいと思います。ぜひ明

快な御回答をお願いします。

以上、壇上からの質問といたします。御答弁をよろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） おはようございます。それでは、きょうから２日間の一般質問、どうぞ

よろしくお願いいたします。

まず、荊尾議員からいただきました御質問にお答えしてまいります。

最初に、保育行政についての御質問でございました。

令和２年度の町内６園の入所予定者の状況からお答えしてまいります。お手元のほうに数字の

配付したペーパーを用意しておりますので、御参考にお願いいたします。すみれこども園は９７

名、ひまわり保育園は５４名、つくし保育園は８４名、さくら保育園は５９名、小規模保育園南

部町ベアーズは１５名、西伯病院事業所内保育所さくらキッズの地域枠は５名で、合計３１４名

の入所を予定しております。待機児童の有無についてですが、毎年４月１日時点の待機児童はご

ざいません。

次に、乳幼児の人口推移についてでございますが、平成３１年３月現在の住民基本台帳人口で

は、ゼロ歳児から２歳児は１９５人、３歳児から５歳児が２１４人でございます。社会保障・人
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口問題研究所の人口予測シミュレーションに基づき、南部町独自で推計した１０年後の令和１２

年度は、ゼロ歳児から２歳児は１４６人、３歳児から５歳児は１６８人、２０年後の令和２２年

度は、ゼロ歳児から２歳児は１２７人、３歳児から５歳児は１４８人と推計しています。

さて、第２期子ども・子育て支援事業計画、第６章の中で、子育て環境の充実が今以上に求め

られているとあるのは、具体的にどういう施策を進めるのかという御質問についてでございます。

本計画を策定するに当たりまして、平成３１年３月に乳幼児を養育する御家庭に対しアンケート

調査を実施し、その結果、本町の子ども・子育て支援の課題として、１、子育て家庭を中心とし

た包括的な支援体制、２、多様化する保育ニーズへの対応、３、放課後児童の居場所の確保、４、

仕事と子育ての両立支援、５、特別な支援を必要とする子供や家庭への働きかけ、６、少子化対

策の推進、７、保育園の老朽化対策、以上７点を本計画の中で掲げておるところでございます。

子育て環境の充実とは、これらの課題を子供とその保護者のニーズに合わせて解決していくこと

であろうと考えています。令和２年度には、子育て支援課内に子ども家庭総合支援拠点を立ち上

げ、南部町版ネウボラ、これは包括的支援体制を申し上げますが、より一層充実させるとともに、

放課後児童クラブの保育の質向上や児童館の活性化を図ることにより放課後児童の居場所を確保

していくことに重点を置きたいと考えております。

次に、保育園の運営体制を今後どのようにするのか、現状維持なのか、公設民営の保育園はど

うか、保育園の統合による建てかえはどうかとのお尋ねについて、あわせてお答えしてまいりま

す。すみれこども園以外の保育園３園については、老朽化が進む中、適宜修繕を行いながら運営

を行っており、近い将来建てかえが必要となることは十分に予想されます。一方で、残念ながら

今後の園児数は減少していくことが推計としてありますので、入所児童数の推移による適正な園

の規模やあり方につきましては、子ども・子育て会議の中で議論を重ねていただき、今後の方向

性を出していきたいと考えています。その上で、公共施設の運営のあり方の面でも行財政運営審

議会で御検討いただき、令和２年度中には保育施設の整備方針を明確化していきたいと、このよ

うに考えております。

次に、１０月の町長選挙についての考えをお尋ねいただきました。

振り返ってみれば、平成２８年１０月から、あっという間の３年６カ月だったというのが実感

でございます。「つなぐ・変える・挑戦する」を政策理念に町政に当たってきましたが、その評

価を町民の皆様からいただく年を迎えています。同時に、私の進退についても注目いただいてい

ることも十分に承知しているところでございます。しかし、現在新型コロナウイルス流行によっ

て小・中学校を臨時休校にし、さらに町内企業活動や住民生活にも先行きに不安が広がっていま
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す。今、私に課せられた使命は、町民の生命と健康を守ることを最優先に考え、行動することで

ございます。この事態の収束に向けて関係機関と連携し、全力で取り組んでまいりますので御理

解をいただきますようお願いいたします。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君の再質問を許します。

荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 御答弁ありがとうございます。もう少し、町長、具体的な細かい

ところまで掘り下げるといいますか、少し中身について討論させていただけたらと思います。

まず、最初にちょっと伺いたいですけれども、資料提供いただきましてありがとうございます。

４月１日時点での待機児童はないということでございます。安心をしております。まず、ゼロ歳、

特にゼロ歳なんですけれども、受け入れの人数はわかります。許容量っていいますか、何人まで

受け入れられるのか、ちょっと定員というか、私ちょっと定員を、受け入れられる可能な人数っ

ていうことを定員と言うのがいいのか、キャパをちょっと教えてもらっていいですか。それぞれ

の園ごとのゼロ歳ということで。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。保育室内の広さという点でお

答えをしますと、すみれこども園ではゼロ歳児は１２名、つくし保育園では１２名、さくら保育

園は８名、ひまわり保育園は５名の受け入れが可能となっております。ただ、保育士の数の関係

で、今年度は受け入れ人数は先ほど申し上げたとおりでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） いや、聞いてるのは部屋の定員ではなくて、何人まで受け入れら

れるんですかっていうのをお聞きしてるんですけれども。え、意味がわからない。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩しましょうか。（発言する者あり）

休憩します。

午前９時１５分休憩

午前９時１６分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。今年度の保育士の配置状況に
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よる受け入れ可能人数ですけれども、すみれこども園はゼロ歳児は４名、ひまわり保育園はゼロ

歳児は３名、それからさくら保育園はゼロ歳児は３名、つくし保育園はゼロ歳児３名となってお

ります。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ベアーズとさくらキッズは、ベアーズはもう定員が１９のところ

が今１６ですけれども、ベアーズとそれからさくらキッズについてのゼロの関係はどうなんでし

ょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 申しわけありません。子育て支援課長でございます。ベアー

ズのほうは、ゼロ歳児はあと４名受け入れが可能となっております。それから、さくらキッズの

ほうはもう地域枠５名に達しておりますので、受け入れ可能枠はございません。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ありがとうございます。そうすると、去年、特にゼロ歳の対応が

できない、待機児童が出るということで小規模保育、それから地域枠というふうに去年から始ま

ったわけですけども、課長の考えは、ゼロ歳児の受け入れについては先ほど聞いた許容数に比べ

ると少しまだ、どうなんですか、余裕がある、途中入所が受けられるという考えでよいでしょう

か。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。非常に、御希望の方の数に合

うかどうかはわかりませんが、もう少し余裕がある状況であろうかと思います。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） いや、もう少しというか、引き算ができますので、この人数まで

は受け入れ、保育士はいるわけですから、当然受けていかなければならない。特にゼロ歳は６カ

月たってからの申し込みが出てきますので、必ずしも４月ではなく途中ということが出てきます

ので、その対応をお願いしたいですが。

先ほど、課長に聞きます、保育士の数のことを言われましたけど、現状として保育士の状況の

把握を、直営、それから公設民営を含めて御承知のところを教えていただけませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。４月１日時点の入所者の受け

入れと、あと、ほかのクラスのかげんもあるんですけれども、すみれ保育園のほうでは担任と加
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配を合わせて１７名の保育士を配置をすることにしております。それから、ひまわり保育園のほ

うでは１１名、あと、指定管理のほうですけれども、担任と加配の保育士とでさくら保育園は１

２名、つくし保育園のほうには１３名の保育士を配置する予定になっております。よろしいでし

ょうか。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 育休、産休で、かなり保育士が急激に足りない状況がありました

が、新採用の状況とか、あるいは復帰、またこれからの産休、育休をとられる、そこの辺の把握

はどうですか。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。町のほうは保育士の採用は１

名、それから法人の公設民営のほうですけれども、新採用の保育士が１名、それから育休から復

帰される方が４名、当年度中に育休に入られる予定の方が１名というふうに伺っております。以

上です。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 町長、今のやりとりを聞かれて、少し保育園の保育士の状況、そ

れから残念ながら園児数が減ってるっていうところがありますけれども、去年はちょっと非常事

態な感じがあったんですが、少し令和２年度に関しては落ちついてるというか、保育士も産休、

育休から復帰した者もおりますし、少し保育園の体制としてはどうでしょうか、町長、お考え。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。そうですね、荊尾議員のおっしゃるとおり、少し落

ちついた感があると思っています。安心はできませんけれども、子育て環境として行政が保育士

をしっかりと、その体制をつくって子供を預かることをしながら、町民の皆様の子育てを支援す

るということにいささかの戸惑い、そういうものはありません。しかし、子供たちが減るという

ことと同時に、社会の環境が今、激変期にあると思っています。いわゆる子育てをどう考えるの

か、子育てを、やはり社会の力もかりながら、または御夫婦や御家族の力もかりながら子育てを

していく、会社を一定休めるようなその社会環境ということが、一昔に比べて今、声高に叫ばれ

るような時代にもなってきてると思っています。

その中で、今後の保育園、特にゼロ歳、これまでもずっと議論してたように、赤ちゃん３人に

１人の保育士という体制をこれから突き進むのか、いや、そうではなくて、これは家庭の中でも

う少しやっていけるような環境やそれを応援するような環境というものが必要なんではないかと
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いうような声、そういうもののバランスがこれから明らかになってくると思っています。その辺

の見きわめというものが、これからも大事になってきますし、それが一番大きく、これからの保

育行政に影響してくるだろうと思っています。現状で、少しまだ余裕がある段階を迎えてほっと

してるところですけれども、安心することなく現状をしっかりと見きわめながら、今後の保育の

あり方というものを考えていきたいと、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 町長の言われるとおりだと思います。ただ、そうはいっても企業

とかの動きとして、育休の制度っていうのは、もちろん制度的にはあるんですけども、なかなか

住民の方が全員がということにはなりません。やはり町の責務として、保育環境といいますか、

受け入れ体制をきちっと備えておくっていうことが、町の施策としては必要ではないかと私は思

います。言ったように、ゼロ歳児は特に、先ほど言いましたが６カ月からということで、今後６

カ月を過ぎて育休がとれない、仕事に出なければならないっていう方が申し込みに来られます。

そういう人の対応について、柔軟な対応といいますか、適正な対応をお願いをしたいと思います。

人口推移の表も出していただいております。どういうふうに、減るっていうのはわかるんです

が、きのうも町長の質疑から、町長に意見伺っております、緩やかな減少というか、ふえてはい

ないんですけども、そうそう大きく急激な変化ではないように思うんですが、どういうふうに捉

えたらいいんでしょうか、町長。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） きのうからお話ししてますけれども、決して減るのが望んでいるわけで

はありませんで、特にゼロ歳から４歳までのこの５歳に常に注目してきています。残念ながら過

去、この５年間をしますと、ゼロ歳から４歳までのこの５年、５歳の刻みの中では減少傾向に歯

どめがかかってないと私は思っています。今後の施策も通じながら、これをまずとめるというこ

とに頑張っていかなくちゃいけないというのが、行政課題として浮き彫りになっていると思って

います。今予算の中でも、住宅開発だとかそういうことを通じて、若者世代の定住、そして子育

てを支援していくという施策を進めていきたいと、こう思っているところです。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ぜひといいますか、今の子供たちをふやす、もちろん子供だけで

はありません、住宅を建てて移住してきてもらう。もう自然減はマイナス１１０人だと、あと、

社会増をいかにするっていうことが、やっぱり町長、課題だというふうに言われました。そこに

住宅施策、いろんな施策を持って子供の減少をなるべく少なくしていきたいと、そういう思いを
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私も持っております。この保育園の運営の質問の中で、町長、子ども・子育て会議で全てまとめ

てやってるよという言い方だったんですけども、ちょっと１つずつ、済みません、聞かせていた

だきたいと思います。

まず、今の保育園の運営体制、御承知のように町立保育園が４園、それから小規模保育園ベア

ーズ、それからさくらキッズというふうに今、保育児童を受け入れる施設がありますが、今の子

供の人数、受け入れられる、ことしの受け入れ可能の人数、この町立保育園の４園と、プラス小

規模、さくらキッズ、この今の関係。人数がこれから減っていきますよという中で、これをどの

ように方向を持っていこうというお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。その方向性となると非常に難しいところなんですけ

れども、緊急的に対応いただきましたベアーズさんには今後の人口が、人口というか、子供たち

の数が減る可能性がある、しかし、今、ゼロ、１歳のニーズが高い、そのことを御理解いただい

て、あそこのニュータウン、東西町の中に施設を利用してそこに入っていただいてるということ

になろうと思ってます。この辺のニーズが変われば、ベアーズさんの小規模保育というものに対

するニーズも落ちてくるかもしれません。

それからさらに、先ほど申し上げましたように、つくし保育園、さくら保育園の今、指定管理

をしているこの施設の今後のあり方というものも今後影響してくると思っています。といいます

のは、そこに受け入れる施設規模というものが町全体の保育園の入所者の受け入れ数字に変わっ

てくると思っています。先ほどゼロ歳、１歳、ゼロ歳についてどの辺のキャパだとかっていうの

を、るる担当課長のほうも説明してきましたけれども、そして私も今後の子供たちの数の推計っ

ていうものが大きく影響するだろうと申し上げましたのも、そのあたりに影響してくると思って

います。この保育園を現状のまま改修ということであればキャパとしては変更ありませんけれど

も、仮にこれを合わせて新たに建てるとなった場合には、それに合った、将来に合った推計値を

持ったゼロ歳、１歳、２歳の保育体制を組むことが必要になってこようと思っています。したが

って、現時点で今やってます６施設ですよね、６施設は、今後この施設を変更することによって

縮小したり、合併したり、または現状維持させながら修繕をすることによっても可能でございま

しょうけれども、将来のことを考えた場合には、この次の保育園を修繕でやめるのか、それとも

合わせて新たなものをつくるのかによって大きく変わってくるだろうと、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 町長、私の考えは、町立保育園で町の園児を全て見れないかとい
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うことを思ってます。本当に去年ベアーズさんに小規模保育事業をやっていただきまして、一応

町長、去年言われたのは、ワンポイントで３年間ベアーズに小規模保育をやっていただくんだと

いうことを言われたと覚えております。来年まで小規模保育ベアーズさんとの契約はあると、も

ちろん思っております。ただ、何度も言うようですが、町立保育園４園、公設民営ありますけど、

ここで子供たちを、今までもそういうふうに、ゼロ歳から５歳、６歳までを見てきているわけで

す。ゼロ、１、２の小規模保育事業というところでの動きの少ない子供たちと、それからもう大

きい子供たちと一緒にするメリット、デメリット、施設の関係、園庭が広い、ある、ないという

こともあると思いますが、私は町立保育園４園で、今の体制ですよ、町長はもう合併、次の建て

かえのことも視野に入れてお答えをいただいてるんですが、なかなかすぐすぐには、どっちが先

みたいな話になるかもしれませんが、基本的なところをちょっと、私はそういうふうに考えるん

ですが、町長のお考えはいかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。先ほど申し上げましたとおり、子育て会議やそれから財政支

出の問題がありますので、行政改革の審議会等の御意見も聞きながら方向づけを令和２年に進め

たいと、このように思っています。今の御質問に対してお答えするのであれば、方向づけを令和

２年度中に、子育て会議と行革の審議会を通じて方向性を出していきたいと、このようにお願い

したいと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 子ども・子育て会議の案ができており、私も見ました。この中に

小規模保育事業のことが記載がありまして、もちろん連携するという項目はいいと思うんですが、

ここに小規模保育事業者の参入の支援を進めますという文言が載ってます。具体的に教えてくだ

さい。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。多分これは、今現在、法勝寺でサービスを進めよう

としているＪＯＣＡのほうが小規模保育をするという希望で手を挙げています。そのことを将来

予測の中に子育て支援の中で入れてることだろうと思っています。もし、このことが可能になれ

ばその数値として、ゼロ歳、１歳、２歳の受ける範疇を全体の中で、例えば今ある保育園がどこ

まで受けるのか、そして新たにＪＯＣＡがどのあたりを受けてもらうのかということによって、

また数字もこれも変わってくるだろうと思ってます。そういうところをもう少し精査させていた

だきながら、２年度中にその方向づけをしたいと。方向づけで確定したものが出ないかもしれま
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せんけども、どういう方向で、年次計画としていつごろ、こうするんだということを決めていき

たい、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 子ども・子育て会議で決めるということはわかります。それは、

町長の考えが反映されるものですよね。いや、済みません、聞き方が悪いですね。町長の考えは

今は、そこに子ども・子育て会議に託すから今の町長の考えはないということですか。僕が言う

町立保育園で子供を見ましょう、済みません、これ、ＪＯＣＡのことだとちょっとわかりません

でした。ＪＯＣＡがそういう小規模保育事業をやるっていう計画があるというのは聞いたことが

あります。そういうところと並行して役割分担を持って、民間の保育園とそれから公立の保育園

と、そういうふうに役割分担を持って町の保育行政をやっていくっていう考えなのか、僕が言う、

済みません、町立保育園にこだわってるんですけども、そちらのほうで保育を進めるっていうこ

とがいいんではないかと、こう言ってるんですが、子ども・子育て会議ではまだそこまでは出て

きてないと思うんですが、具体的なところは。町長の考えというのは、そこでは、きょうのこの

場では町長の考えはどうなんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。これまでもここで議論してきたと思いますけれども、新たな

保育園を建設するためには資金が必要です。そして、保育をきちんと行政が運営するためには、

それに対しての教育委員会の介入であったり、南部町としての保育をどういうぐあいに考えるの

かというようなものも必要だろうと思っています。全て一本で簡単にできるような課題ではない

と思っています。その時代時代のニーズに合った保育をしていかなくちゃいけないという責任も

ありますので、十分に子育て会議等で審議をいただいて、あわせて行政改革としてのお金の流れ

の中で、実際にそのことが可能かどうかも含めて十分に慎重に御審議いただきたいと思っている

ところでございます。大きな方向性としては、令和２年度中にはその方向を明らかにし、また議

会の中でも御協議いただきたいと、こう思っているところです。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） わかりました。そうしますと、公設民営の保育園、今指定管理で

２園を、つくしとさくらと指定管理に出してるわけですけれども、平成２４年の４月から１０年

間ですから、令和３年度まで、もう２年ですよね。令和４年３月３１日までですが、あと２年の

指定管理期間がございます。１０年ということもあり、そこで働く保育士もいるわけですけども、

この公設民営保育園についてのお考えはどうですか。
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○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。先ほどお答えしたことの延長になろうと思ってます

けれども、公設で民営でやってきた責任も町にはあるわけでして、これに対しても行政はしっか

りと責任をとっていく立場にあろうと思ってます。そういうことも含めながら方向性を見出して

いきたいと、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） わかりました。令和２年度中に結論を出していくということでご

ざいますね。ホームページ等で子ども・子育て会議の内容も出ております。そうですね、もう少

し住民が、今子ども・子育て会議というのはメンバーがもう、でも、それってこの支援事業が決

まったんですが、これ、この会議自体はこれからも、今町長が言われるところをずっと続けてい

かれるということですね。それぞれの課題について、ここで議論をしていくということなんです

ね。もう少し輪を広げていただきたいなという気もあるんですが、私も入って意見が言いたいと

思いますが、済みません、ちょっと自分のことを言ってしまいました。

これからの、町長、建設のことも言われます。２年度に決めると言われます。４園ある、もう

つくし保育園もさくら保育園もかなりの年数がたっておりまして、建てかえは必要だと思ってま

す。これも子ども・子育て会議で決めるわって言われるかもしれませんが、建設、さくらとつく

しを統合して園舎を１つ建てます。仮定の話だからだめだって言いなるかもしれんですけども、

今１２０人規模です、両園。子供の数を見て、じゃあ、どこに見るのか。定員を２００人にする

のか、１８０人にするのか、１５０人にするのか、今の人口推移も含めて建てる場所をどこにす

るのか、今のつくし保育園はちょっと川の下で危険だよね、さくら保育園の場所ではちょっと手

狭だよねという、そうすると今度建てる場所とか、いろんなことが必要になってくると思います。

子ども・子育て会議の中で、例えば土地利用計画だとかそういうことまで話ができるのかなと、

ちょっと心配もするところです。土地利用計画とか、今後南部町として、ごめんなさい、ちょっ

と保育園から離れるかもしれませんが、総合的にどういう公共施設なり、統合した保育園を建て

ていくっていうところを決めていく、その筋道を、子ども・子育て会議、それから行革の会議と

いうところもあるかもしれませんが、こういう議論の中でもう少し煮詰めていくようなところも

必要ではないかと思いますが、そういうことの参加とかいう道はないもんですかね、町長。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午前９時４２分休憩
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午前９時４４分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 済みません、町長、先ほど言いました保育園の建てかえというこ

とが一つのテーマ、今後のテーマにあるわけです。それに対してやはり町として、土地利用計画

とかそういうものも、今総合計画はあるんですけど、私も前の総合計画のことについて知ってる

んですが、前は総合計画と土地利用計画とか年次計画というものがセットであったんですが、今

の総合計画はそういう形態ではありません。土地利用計画というものを立てていく必要があると

思うんですが、町長はいかがお考えですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。議員のおっしゃるとおり、土地の利用計画の必要性

というのは年々高まっていると思っています。バイパス沿いに何か一つやるにしても、土地の利

用計画が重要になってきます。その中で、まず御理解いただきたいのは、今一番に重要になって

きてますのが、浸水区域です。災害時の浸水想定区域をどう考えるのか。備中高梁で町が造成し

た土地が洪水によって流されたという話も高梁市のほうから聞きました。町がかかわったところ

がそういう場所であってはならないとも思っています。したがって、ここは浸水区域で水位がこ

のぐらいまでなるからということも含めながら、開発には十分に慎重に当たっていかなくちゃい

けないと、こう思っています。言われました土地利用について、土地利用計画になるのか、どう

いう名前になるのかわかりませんけども、そういう一つの基準になるもの、このあたりのところ

であれば、このぐらいの高さまで造成をかけて安全な地域をつくっていくんだという考え方は十

分必要だろうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 安全な土地をきちっとつくって、そこにこういうものを建てるっ

ていう計画を、ぜひ早目な、令和２年度、来年１年あるわけですけれども、早目にお願いをした

いと思います。

続けて、保育園の関係については、私の思いは述べさせていただきました。少し、済みません、

情報不足のところがありまして御迷惑をかけたと思いますが。

次に、町長選挙について質問をしております。１０月に町長選挙があります。今回の提案説明

の中でも、町長の思い、いろいろの計画も立ててあります。町長が立ててこられたものでござい

ます。町長の３つのＣ、５つの挑戦。町長、進捗状況を聞いていいですか、どれぐらいと把握し
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ておられるのか。これを踏まえて、４年間でこれが全部できたけんと言われるのであればですが、

さらにこれをまだまだ計画も含めて町長の挑戦は続くというふうに思っております。きのう、お

とついの町長の説明の中でもそういうものを強く感じました。ぜひその継続の意欲、やる気を、

今この場でどこまでということがあると思いますが、もう少し町長の心の中に入っていきたいと

思いますが、いかがでございますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。町長が、約４年前に坂本昭文さんの後を継いで私がこの町政

を担いました。しかし、町政というのは、ぽんと人が上がったら、ぽんとこう切りかわってしま

うものではなくて、少しずつまざりながら移っていくものでございます。当然、とまってしまう

ようなことがあってはならんわけで、そういう中で町政を進めてきました。全てがうまくいった

というものでもありませんし、まだまだやらなくちゃいけないこともたくさんあろうと思ってま

す。

しかし一方で、きょうも出ていましたように、世界でのパンデミックのおそれがだんだん広が

ってきてると、１００カ国を超える国々で広がって、今オリンピック自体の開催もどうなるのか

というようなこの事態の中で、私ごとで、町政を次も担わせてもらいたいだとか、そういうこと

ではなくて、鳥取県にあしたでも感染者が出るかもしれない、南部町がその一番最初なのかもし

れない。病院機能が失われないようにだとか、町政の機能が失われないように、とにかく町民の

皆様の生命だとか健康を守るというのが今一番考えなくちゃいけないことだろうと思っています。

もう少し時間をとって落ちついたところで、私の進退ということをきちんとまた議員の皆様、町

民の皆さんにもお伝えし、お願いすることもあるかもしれませんけど、今はこういう国内全力を

挙げて感染の拡大というものを防ぐ、それが一番大事なことだと思ってますし、そういう危機に

備えた状態にあると思ってますので、今、進退については御容赦いただきたい、こう思っていま

す。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 町長のおっしゃるとおりだと思います。人口減少、それから今の

対策に一生懸命、我々も一緒に進んでいきたいと思います。町政を進める上で、先ほど言われま

した事業の継承、それから理念の継承、これが町政の安定と住民の生活の安定というものにつな

がってくると思います。来る１０月の町長選挙には、ぜひ出馬をいただきたいと思います。壇上

から、数えてこれで３回目の要請となります。三顧の礼をもって私のお願いをして、一般質問を

終わります。以上です。ありがとうございました。
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○議長（秦 伊知郎君） 以上で、２番、荊尾芳之君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとりたいと思います。再開は１０時１０分にしますので、

よろしくお願いいたします。

午前 ９時５１分休憩

午前１０時１０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

続いて、６番、三鴨義文君の質問を許します。

三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） ６番、三鴨義文です。通告しておりました３点について質問させ

ていただきます。

まず１点目は、水道事業の今後についてであります。

３年前の平成２９年度３月議会で、合併以降長年の課題でありました会見地区と西伯地区の水

道使用料の統一がなされました。そのやり方は、西伯地区の高い使用料を下げて会見地区の使用

料と合わせ、減収分は一般会計から出資金として繰り出しをするといった方法でした。それまで、

こうした財源投入で料金を下げて統一するといったやり方は、とてもできることではないと思わ

れていました。私自身もそう思っておりました。しかし、こうした思い切った町長の決断で統一

がなされたということは評価したいと思っていますが、基準外の投資は特別な、異例なことだと

思っております。

そこで、質問させていただきます。また、３年前に決議された使用料の値上げの条例は、３年

が経過した現状で妥当なものなのか検証する必要があると思いますので、次のとおり御質問をい

たします。１、公営企業法等に、一般会計からの繰り出しに対する定めはどのように規定されて

いるのでしょうか。２、一般会計からの繰り出しは、規定に定められているもの以外でも可能な

ものでしょうか。３、３年前に想定された水道会計の収支の試算は、現状ではどうなっているの

でしょうか。４、今後の水道事業の見通しについて、事業計画と収支目標を伺います。５、この

たび再度、水道料金値上げ反対の署名が出されると聞いておりますが、どう受けとめられ、どう

お考えなのでしょうか、質問いたします。

次に、中山間地域の農業について伺います。

今まで何度も質問されてきました今後の農業については、規模拡大と組織化によって所得向上
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と農地の維持をしていくとの考えを伺ってきました。しかし、どうしても中山間地域では大型機

械が入らない小規模な農地と、後継者不足によってそうした方向にならない現状があると思って

います。このような条件の農地が放置されれば、災害や景観、生態系にも影響を及ぼすことにな

ると懸念しております。

そこで、質問ですが、１、町内の農業法人と集落営農組織の数はどれぐらいあるでしょうか。

２、町内の水田面積に対する組織が経営されている水田面積が占める率は何％でしょう。営農が

困難となった農家が、農地を委託したい場合の手順をお聞かせください。組織化できない中山間

地の農地をどう守っていくのか、町の考えを伺います。５、果樹農家、果樹園の今後をどうした

いといった構想、考え方をお持ちでしょうか、伺います。

最後に、令和２年度の重点施策についてですが、範囲が広過ぎますので、若者の声を聞いてと

いう質問に絞ってさせていただきます。

ことしの１月２５日に開催しました議会と青年との意見交換会の中で、若者の意見を気軽に出

せる機会が欲しいとか、南部町の知名度が低い、若者向けのＳＮＳを使った情報発信をしていく

など、たくさんの御意見を聞かせていただきました。そこで、町は令和２年度の施策の中で、こ

うした若者の出番づくりや意見を聞く場など、若者にかかわる施策はどのようなことをお考えな

のか伺います。

以上、壇上からの質問といたします。御答弁よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、三鴨議員の御質問にお答えしてまいります。

まず、１点目の水道事業の今後についての御質問から順次答弁させていただきます。

地方公営企業法による一般会計からの繰出金に対する規定について、まずお答えいたします。

地方公営企業は、企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進を経営の基本原則とするものであり、

その経営に要する経費は経営に伴う料金収入をもって充てる、独立採算制が原則とされています。

ただし、その性質上、企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当ではない経費などについ

ては一般会計等が負担するものと地方公営企業法で規定されており、この対象経費や負担区分に

ついては、総務省より毎年度、繰り出し基準として通知されています。

次に、２点目の一般会計からの繰り出しは規定に定められているもの以外でも可能かとの御質

問に対して、お答えいたします。繰り出し基準以外での繰出金については、災害の復旧などの特

別な理由がある場合には、地方公共団体は一般会計等から地方公営企業の特別会計に補助をする

ことができると規定がございます。また、規定されてるもののほかに、地方公共団体は一般会計
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等から地方公営企業会計に出資や長期貸し付けをすることができるとも地方公営企業法に規定さ

れています。合併による水道事業統合による料金統一のため、平成２９年度に料金改定を行って

おります。この改定により料金収入は下がることになるため、一般会計から、次に改定する令和

２年度までの３カ年の収支の不足分としまして、１２ ５２２万 ０００２を出資金として繰り 

出しを行っているところでございます。

次に、３点目の３年前に想定された水道会計の収支の試算と現状についてでございますが、平

成２９年度から令和元年度の３カ年の合計収支をマイナス ７１２万２と見込んでおりましたが、

実際はマイナス ２００万２となる予定で、 ４８８万２以上の実失がふえております。実な理 

由としましては、想定していなかった費用が実なもので、水質基準を満たさなかった田住新水源

調査に係る資産除却に伴う特別実失と、総務省の方針に沿って策定した経営戦略に係る経費等が

かかったためでございます。

次に、４点目の今後の水道事業の見通しの事業計画と収支目標についてですが、事業計画につ

いては令和２年度より年間 ０００万２の老朽施設更新を予定しています。収支目標については、

まずは８０％台にある経常収支比率と料金回収率を１００％以上となるようにし、健全で安定的

な経営をしていくための施設更新に係る原資ができるよう、恒常的な黒字での経営を目指したい

と考えています。令和３年度以降は、経常収支比率及び料金回収率がほぼ１００％となる見込み

でございますが、全国平均値は１０４％程度のようでございます。今後も給水人口減少などに伴

う有収水量の減少により給水収益も下がっていくことから、長期的な施設更新を考慮した中長期

での収支に注意しながら、定期的な水道料金の見直しを行っていきたいと考えています。

次に、５点目の水道料金値上げ反対の署名についてお答えいたします。平成２９年度の料金統

一におきましても反対署名があり、今回も反対署名があることは、水道料金の値上げは各御家庭

等への影響が大きいものだと改めて感じております。一方で、持続可能な水道事業経営は、料金

改定についての料金改定は、必要不可欠なことです。今後の適正な水道料金を設定するために、

各種の指標等を参考にしながら公共料金審議会を通じて検討を進めてまいります。引き続き、御

理解いただきますようよろしくお願いいたします。

次に、中山間地域の農業について御質問でございます。

町内の農業法人と集落営農組織の数について、まずお答えいたします。３月１日現在で、農業

法人が５法人ございます。寺内、福成、清水川、アステック、やまとだに、以上５法人です。集

落営農組織が４組織、これは三崎、宮前一、浅井、高姫、この４組織でございます。

次に、町内の水田に対する法人等の組織が経営してる面積の占める率についてですが、約２⒉
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５％でございます。

次に、営農が困難になって農地を委託したい場合の手順についてですが、基本的には農業委員

会が窓口になります。農業委員会で相談をいただきますと、農業委員さんとともに現地確認を行

い、担い手につなげていく流れになります。

次に、組織化できない中山間の農地は、町はどのように守っていくのかについてお答えいたし

ます。中山間地の農地維持につきましては大きな課題であり、たびたび本議場でも御質問をお受

けしてきたところでございます。農地が持つ多面的な機能を維持することは、農業生産だけでな

く、環境や防災など幅広く影響を与えていることから、農地の保全は重要事項として取り組みを

する必要がございます。現状では、日本型直接支払制度、これは多面的機能支払交付金と中山間

地等直接支払交付金の２本でございます。この活用が大きな効果を発揮し、保全、維持ができて

いる状態だと認識しています。しかしながら、中山間地域においては高齢化も進み、交付金を受

けても農地を維持するための作業ができないといった問題や、集落において交付金を受けるため

の事務が負担になっているといった問題もお聞きしてるところでございます。農業委員会、役場、

集落、振興協議会との話し合いの中で、将来残す農地と転用もいたし方ない農地を明らかにする

ことが必要だと考えています。その上で、事務の軽減策や推奨作物の選定などの支援が必要だと

考えています。

最後に、果樹農家、果樹園の今後の構想はにお答えいたします。柿、梨の生産量、農家数につ

いては近年横ばいでありますが、後継者がいない果樹農家が多いのが現状です。果樹生産に対す

る支援は農業の中でも高い補助率でサポートしていますが、新規就農はほとんどなく、廃園や経

営面積を縮小される傾向にございます。先人の努力により産地として認知されている柿、梨を将

来に向けて引き継ぐことが使命であると考えています。今年度、地域おこし協力隊の取り組みで

果樹園の廃園を防ぐための中間管理的な活動を行い、来年度につなげることができました。果樹

にも水田と同じように人手不足といった課題がありますが、新年度にはその課題を解決できるよ

う地域おこし協力隊を中心に新たな仕組みづくりを検討しており、産地の維持に努めたいと思っ

ています。

最後に、令和２年度の重点施策、特に若者が活躍できる施策についての御質問を頂戴いたしま

した。

令和２年度の重点施策について、特に若者が活躍できる施策についてでございますが、本町は

既に高校生サークル新☆青年団が復活し、一昨年の青年議会での堂々とした姿や成人式のかかわ

りなど、実際に若者たちが活動をしてるということは、議員の皆様も初め、町民の皆様にも認識
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していただいてると思います。高校生サークルや新☆青年団の活動そのものが町の財産であると

いう認識を深めていただき、行政の仕掛けだけでなく町内での活躍の機会や場所、出番を提供し

ていただくことが、議員御指摘の若者が活躍できる施策につながると考えています。

そのためにも、地域振興協議会の活動とのコラボレーションや、小学生、中学生あるいは大人

に向けたインスタグラムなど議員御指摘のＳＮＳなどの情報発信も含めて、興味を抱いていただ

くような広報、魅力的な活動づくりを町を挙げて支援し、若者とかかわる住民をふやし若者たち

の自己有用感を高めていきたいと考えています。また、複合施設の整備も若者が活躍できる施策

として考えております。若者意見も反映した複合施設の基本コンセプトの一つに、学び、交流、

情報の３つの柱を軸に、社会教育施設としての機能だけでなく、多世代が多目的に交流できる場

を整備することにより新たな活動や価値を見出し、生涯にわたり活躍できる場となる施設とする

とございます。整備予定のコワーキングスペースや交流スペースを、小学生や中学生、高校生や

青年層という異年齢が、学習の場、語り合う場、何かを生み出す場として活用していくとともに、

社会教育機能や図書館機能などを利用する全ての方の動線が重なり合うことで多くの出会いの場

面を演出し、単に若者の姿があるというにぎわいの場ではなく、真に若者が町に活力を与える新

たな価値を創造する、そんな場を創造することにつながると期待しているところでございます。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君の再質問を許します。

三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） ありがとうございました。

水道のほうから、もう少し質問させていただきたいと思います。町長、答弁いただきましたよ

うに、地方公営企業の原則というところで、やはり経営に要する経費は使用料で賄うというのが

原則、独立採算制が原則ということだというふうに私も理解しておりまして、収支のバランスが

悪いからといって、特別会計のように足らんところをどんどん一般会計で補填するというような

ことは、これはできないだろうというふうに思っていますし、先ほどの公営企業法の中でもそう

いうことは制約があって、基本的には水道料金、使用料で賄うんだよっていうのが基本だという

ふうに思っていますが、今までずっと一般会計からの繰り出しが毎年あったというふうに私思っ

ておりますが、今までの基準内繰り出しの金額は、年度別に額がわかれば教えていただけますか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。繰出金の基準内繰出金についての御質問で

ございます。２７年度からのものになりますけども、平成２７年度におよそ ７００万２、平成
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２８年度につきましてはおよそ ０００万２、２９年度につきましては料金統一のための出資金

を除きまして、基準内としまして ９００万２、３０年度につきましては １００万２、元年度 

ですけども、予定になりますけども ２００万２、２年度、新年度の令和２年度の予算につきま

しては、予算ベースですけども ７００万２の予定となっております。基準内というぐあいに申

しましたけども、一部災害復旧に係るものが若干ありまして、およそ１００万２程度になります

けども、平成２５年のゲリラ豪雨のものが実になりますけども、それが入っております。数字と

しては以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） おおむね ０００万２ずつの繰り出しがされているようですが、

料金統一のときに出された１２ ５００万２、これはそういう繰り出し基準じゃなくて、これは

先ほど町長の答弁にもありましたけれども、出資金という形で出されたと思います。こういう出

資金、繰り出し基準外の出資金というのは簡単にそう毎年毎年、単純に出せるものじゃないと思

っています。特例、大変これ、イレギュラーな出し方だというふうに思っていますが、この１２

５００万っていうのは、３年間に経営費用として使ってもらってでも、先ほどのような繰り出

し基準にのっとったものは入れていくということです。よろしいですか、そういうことで。ダブ

ってでも、将来の３年後の見通しをされていたということですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。議員のおっしゃるように、合併に伴い、両町の水道料金が違

う、または南部町の中にあっても簡水、上水の中で値段が違う、これをいかに一本化をして、町

内の全ての町民が同じ水道料金で公共料金を賄うということに持っていくための苦肉の策でござ

います。この方法しかないということで決断をしたものでございますので、御理解いただきたい

と思います。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 最初の質問のときにも言いましたけれども、本当に苦肉の策であ

ったろうと、決断だったろうと思います。私なんか統一するっていう考え方は、経営状況もちょ

っとわかっておりましたので、高いほうにどうやって近づけていくのかなばっかり考えておった

もんで、低いほうに合わせるっていう感覚はなかったもので、こういう発想にはならんかったわ

けですが、１２ ５００万を投じて料金統一ができたというところは評価したいと、先ほども申

し上げたとおりです。

しかし、一方では３年後に値上げしますという提案がありました。令和２年度から、来年度か
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ら値上げになるわけですが、これ、増収になる金額ってどれぐらいになるんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。令和２年度の料金改定による増収分の金額

についての御説明いたします。およそですけども、 １００万２程度の増額を予定しております。

以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） その １００万は令和２年度から入ってくるわけですが、もう一

歩聞いてみたいのは、３年前の想定と比べてこの令和元年度までの想定、これは決算前といいま

すか、確定はしてないんでしょうけど、想定していた経営状況と現状とはどういうふうになって

いるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。料金統一のため、料金改定ということで会

計予測、いわゆるシミュレーションを行っておりまして、平成２９年度から令和元年度、元年度

は見込みになりますのであくまで見込みですけども、シミュレーションといたしましては、答弁

のほうには町長からありましたとおり、大体 ７００万２程度のマイナスになるという見込みで

したけども、決算ベースでいいますと ２００万２、しといたしましては ４００万２というこ 

とになっております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 町長から聞いておりましたですね、済みません。 ４８８万２余

分に赤字が出てるということだと思います。令和２年度に １００万２の効果がある値上げをす

るけれどもっていうことですが、想定の ０００万が浮いてくるっていうことでなしに、 ４０ 

０万はもうマイナスの側にあるんだということなので、純増にはならないということになるわけ

ですね。それを見ただけでも、その先がどうなっていくかっていうのはおおよそ見当がついてく

るわけですが。

一つ、老朽管の更新のことをちょっと聞かせていただきたいと思います。水道事業の見通しの

ところでも質問させてもらいましたけど、老朽管の耐用年数が来ているのは町内でどれぐらいあ

るんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。耐用年数が来ているものの御質問をいただ

きましたけども、全体数としましては、水道管、管路としましては全体で１３８キロ、試算とし
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て延長としてございます。耐用年数を超えているものにつきましては、その約４分の１、２５％

が耐用年数を迎えているという状況でございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） わかりました。１３８キロ、２５％といったら相当な額ですね。

私すぐ、４０キロぐらいあるですか、うそか３０キロか、ですね。これを更新していかないけん

っていうのが、これから４０年だと思いますが、耐用年数。大変な事業費がかかってくるんだろ

うと思います。これって補助事業、補助制度があるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。公営企業をやっとります上水道事業につき

ましては、管路更新に係るものの国庫補助事業はございません。全て企業債に基づいて原資にし

てやっていくと、あとは料金収入ということでございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） こういう老朽管の更新事業、３０キロのものを補助制度のない中

でやっていくっていうのは大変なことだと思うわけですが、先ほど町長の答弁の中で、毎年 ０

００万２を投じて更新していくということがありましたが、これ、 ０００万投じて何メートル

ぐらいできるもんですか、３０キロの中の。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。およそ４分の１、２５％で３５キロという

およその数字が出ますけども、 ０００万かけてどれぐらいでこの３５キロをやるめどを立てて

いるかといいますと、大体２０年間ぐらいかけて１０２以上を要するということでございます。

ですので、３５キロの２０年間ですので、大体⒈５キロ程度の更新計画を、今のところは立てて

おるところでございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） わかりました。膨大な数字になると思います。この２０年間かけ

ているうちに、さらに耐用年数の来るものがどんどん後追いで来るので、これ、大変なことだと

いうふうに想定しますが。

その原資になるところの話をしたいんですが、補助金はないということでした。水道会計の内

部の留保資金、残高は幾らですか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。現在のところですと、これもおよそ、概算
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になりますけども、大体２２五、六千万程度は内部留保としては持ってるということでございま

す。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 内部留保資金を使って更新事業も原資として使って、企業債も借

りて順次していくということなんでしょうが、私ちょっと令和２年度の予算書を見せてもらった

中で、単年度で発生する減価償却費が約１２２ありまして、それどこに行ってるのかなっていう

と、企業債の償還が１２６００万ぐらいあって、結局は１年に出てきた減価償却費っていうもの

が償還でがわれてしまって、経営全体で見ると実益はがの２０４万 ０００２、赤字ですという

ことになっていると思うんですよね。なので、単年の話をすると全くそういう更新のための原資

が残せない状態が今あるということだろうと思いますので、そういった更新事業をするとなれば、

全てが企業債を借りて借金をして、どんどんどんどんその借金が膨らんでいくということになっ

ていくんだろうなと非常に心配はしています。

最後に、署名の話をさせてもらいましたが、町長おっしゃるとおり、持続可能な水道事業を維

持していかないけんというのは私も同じですけれども、本当に私思うんですが、今後とも人口も

減少する中で収益の増は見込めないんじゃないかというふうに思っています。先ほども言いまし

たけれども、どんどんどんどん借金して次の代、次世代にどんどん負債が大きくなっていくもの

を引き継いでいくのか、冒頭の大基本原則に返って水道料金を適切な料金で運営していくような

形に近づけていくような、そういうやり方に変えていかんと、この先が非常にもう厳しいものに

なっていくなというふうに感じていますので、誰しもが料金は安いほうがいいわけですけれども、

先ほどから説明いただいたような厳しい経営状況の中で、将来に大きな負債を残していくという

ようなことになれば大変なことになっていくと思います。今の私たちが頑張って健全経営に協力

していくことが必要ではないかというふうに思いますし、署名された皆さん方も渋々なのか、う

うんと言いながらでも御了解いただきたいというふうに私は思いますので、しっかりその現状を

広報もされて、町民の皆さんにわかっていただく努力をこれからもしていただきたいなというふ

うに思いますが、町長、そう思いますが、どうでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。３年前のその条例改正の中では多くの議論をいただ

きました。周りの自治体のこともやはり私は見ながら、南部町民の皆さんだけに圧迫するような

ことがあってはならないというのは常に町長としては思ってます。周りを見ながら、また未来を

見るということが極めて大事なことだろうと思ってます。その中で、御存じのとおり、大山町は
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合併すぐさま水道の一本化に、値上げに踏み切りました。その後は合併、お隣の安来市は大規模

な値上げを行っております。よくやったなというぐらいのお金です。それに比べればまだまだこ

の南部町の今回のものというのは、御負担をかけるということは変わりはありませんけれども、

これで本当に十分なのかなと私は内心心配するほどです。先々の老朽管をとにかく少しずつでも

直していき、２４時間３６５日、蛇口をひねれば安全な水が確実に出るというものを維持するた

めには、どうぞ町民の皆様の御理解をいただきたいと、このように改めて思っておるところでご

ざいます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） ３年前の議論の話も出ました。一方では、３年前のことですが、

値下げをして統一します、一方では３年後に値上げをします、私、こういうものをセットの議案

として、あめとむちをセットにして提案すると、これはもういかがなものかというふうに思いま

すので、こういう提案の仕方は今後考えていただきたいと思いますので一言申し上げておきます。

次に、農業の関係に入ります。先ほど農業法人５法人、集落営農４組織というのをお伺いしま

した。これからの組織化、あるいは希望されている、考えていらっしゃる、そういう組織とかあ

りますか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。これからの組織化ということですが、これまでの組

織化として、話を、問い合わせ等があったところが９集落ございますんで、そちらの集落を重点

的に、これから組織化になるように話をしていきたいというぐあいに考えております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） どんな支援、推進のために指導っていうか、そういう希望の方に

どう手を入れていくんですか。さっき課長が答えられました推進しますっていう手法っていうで

すかね、こんなことをしていきます、集落には、ありますか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。集落営農組織をつくるために、町のほうでは集落営

農のしおりといいますか、手引といいますか、よく集落営農はどういうものかということがわか

るもの、冊子をつくっております。そちらを持って集落のほうに出かけて、直接膝を交えて現状

をお聞きしながら、集落営農に向かっての課題ですとか、あとはデメリット、メリット、そうい

ったものもお話をさせてもらいながらということで進めていきたいと思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。
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○議員（６番 三鴨 義文君） そういう集落に出かけてというところが、私一番欲しいと思って

おりまして、さあ、どげしようかな、どっから手をつけるかなっていう集落たくさんあると思い

ますので、考えておられる集落には、ぜひそうやって集落に出かけてアドバイスをしてもらいた

いというふうに思います。そうすれば、推進できるんじゃないかというふうに思います。

それから、水田面積割については２⒉５％が組織化で、残り７⒎５ですか、これはまだ個人経

営面積だということだったと思いますので、後に続きますその中山間地域の農地もその７⒎何ぼ

の中に入っているんだろうと思いますが、そのうちの何割が中山間なのか、そこまでは把握でき

ないと思います。

３番目に質問しました、営農が困難となった農家がどうしたらっていう話を質問いたしました

が、農業委員会に相談してくださいということでしたが、中間管理機構の補助金がありましたで

すよね、面積は何ぼで貸し出せばっていうような。農業委員会にそういう相談に行けば、条件が

合えば、そういう補助金みたいなものももらえるような指導が受けれるっていうことでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。位置的に農業委員会と産業課は隣り合わせでござい

ます。当然、農業委員会のほうもこの中間管理事業という内容には精通しておりますが、産業課

のほうが直接の担当とはなっております。隣り合わせながら相談には随時乗るようにしておりま

す。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） わかりました。私の周りでも相談される方があったり、急に１町

歩ぐらいつくっておられた方が亡くなられたりして、さあどげするっていうようなことがあった

りしますんで、やっぱり農業委員会と産業課がそういうアドバイスをきちっとしていただけるよ

うに、そちらに行ってくださいっていうような話をしたいと思いますので、ぜひお願いしたいと

思います。

それから、ここがポイントですが、中山間地においては、先ほど直接支払いや多面的制度があ

ってそれを使ってほしいということでしたけど、やっぱり平場と違って、のり面も大きかったり、

ため池の維持が大変だったり、非常に労力、手間がかかる、維持管理でもという地域条件がある

と思います。さっき町長も言われましたけれども、高齢化と事務が大変ということもあって、役

目にも高齢の方しか出てこられなくて、ため池ののり面が草刈りだいできんと。仕方なく委託に

出したりしておられるわけですよね。それから排水路にしても、とっても手で上げれるような、

この歳になって手で上げるやな仕事じゃないと。小型の機械をリースされたりしとるわけですよ
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ね。こういう費用に、先ほどの制度もあるんでしょうが、何らかのお手伝いをするような、何を

使ったら、こういうのがありますよ、ほかにもっと小規模なものですよね、町単独でもあれば教

えてもらえますか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。中山間地の農業の維持で一番課題なのが、やっぱり

のり面ですとかケタ草刈り、水路、そういったところの維持というぐあいに常々話としてお聞き

しております。町のほうで直接そういったところに支援をできるような、今現在、補助制度って

いうのはないわけなんですが、国のほうの中山間の直接支払い制度や多面の制度、そういったも

のをやはり原資にしていただきながら、そちらのほうで共同で人材バンク的なことでも、そうい

うのでもできればというような考えではありますが、まだその辺のところをうまく構築はできて

おりませんが、そのところを念頭に取り組みができたらなという考えではおります。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 私の提案ですけれども、そういった大型機械が入らんかったり手

がかかるところっていうのは、提案したいんですが、昔、転作奨励金があったころに保全管理っ

ていう、水張っておくと転作奨励金がもらえた時代があったと思いますので、こういった谷合い

の小規模な水田っていうのは、収穫までしなくても、耕うんして水張って管理する、肥やしやっ

て刈り取りして最後まで労力かけてっちゅうんじゃなくて、耕うんして水張って維持管理する、

こういう保全管理した農地っていうものに町から支援金を出せば、荒廃する農地も少なくなって、

防災にもなるし効果的じゃないかなっていうふうに、私提案するんですが、町長、どう思われま

すか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。議員の御心配いただいています中山間地の農業、非

常に課題が大きいということは今議会の中でも議論したとおりです。

私は、今の保全管理、南部町の中では ０００私クタール、水田が私録ありますけども、多く

が保全管理として私録された水田があって、それを分母に掛けてった数字が今法人化されてるの

が２２％という数字を申し上げたと思います。しかし実際には、実際に水田として使えるものっ

てのはもう少し少ないんじゃないかと思っています、もう少し。

保全管理に税を投入するという根拠というんですか、そういうのは非常に難しいものがあると

思います。いわゆる生産せずに将来の農地を維持するために水田を管理するので、それに対して

補助を出すというのは非常に難しい問題があると思います。ましてや町単独でそれをやれってい
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うのは非常に厳しいもんがあります。言ってみれば、皆さんがそっちのほうに向かわれるのが町

のためとして本当にいいのかどうかっていうことになるわけです。そういうことも含めて慎重に

考えなくちゃいけないと思っています。

今、県下の中では草刈りロボットだとか、そういうものを積極的に導入っていうのが今進んで

きてます。それにしても、やはり集団で取り組む必要があります。中山間地においては、何とか

そういう組織立てをしていただいて、新たな効率の上がるような、そういうような草刈り作業を

軽減するようなロボットだとか、そういうものを導入することを御支援するということのほうを

優先したいと私としては考えています。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 今、私の提案しております保全管理にっていうのは、収益を上げ

る、収穫して生産してっていうことじゃなくて、もうちょっと保有米はこの田んぼでとるけど、

あっちの区はもう手が回らんわみたいなものがあれば、それ荒らしてしまうんじゃなくって、そ

うした労力と費用かけずに、耕うんして水張って維持管理することができれば荒廃農地が減るん

じゃないかっていうところで、そんな膨大な面積はあんまり想定はしてないわけでして。反面、

そういうことをすることによって、税金の投入と言われましたけれど、防災の観点であったり里

山環境の保全であったりというふうな町民のための部分ということもちょっとひっかけて考えて

もらえれば、全くだめだよっていうことでもないんじゃないかなということを思います。農業は

これで、果樹関係はわかりました。私もプランがありませんので。

最後に若者の施策の関係ですが、いろんなところでそういうことを考えてもらっているという

ことですが、これ私もちょっと提案なんですが、ああいう青年と若い人と話をしていると、何で

もいろんな角度からいろんな発想、意見が出てくるわけでして、そういう声を吸い上げるために、

例えばここに１００万２、自由に使ってええと、何がしたいの、企画してみたら、それプレゼン

してよっていうような、何がしたいんだっていうものを吸い上げる。手法はちょっと荒っぽいか

もしらんですけど、そういうような原資提供してでも、やりたいもんが、金がねえし何もできん

わなって思うより、一歩前に行かへんかなっていうふうな、そういう募集の仕方って考えてみた

んですけど、どうでしょう。声を聞き取る手法、教育長。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。先ほど議員から御提案をいただきました若者の

声を吸い上げる手法ということで、確かに以前そういうことが県内でもほかのところでもあった

ようなことを私も記憶をしております。東部のほうでも、そういうことで中学生の声を吸い上げ
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た形で町に反映したというようなこともございます。

先ほど話にありましたが、少しあれですけども、そういう声を吸い上げるということは決して

お金のことだけではなくて、まず我々に今足りてないのは、やっぱり声を素直に聞くという部分

がまだまだ不足をしているだろうな。私も青年たちとか高校生の会に時々ちょっとだけ顔を出す

んですけども、やはりそこでいろんなつぶやきであったり、いろんな我々とは違う視点のものも

あります。やっぱりそういう部分をもう少し丁寧に拾う中で、議員御提案のように、場合によっ

てはそういう原資を伴って町のためにやるようなものも将来的には出てくると思いますが、まず

第一段階はそういう部分をもう少し丁寧に拾っていくような仕組みをしていく中で、新☆青年団

等には自立を今、求めているところですので、そういう過程ではまたそういうこともまた議員の

皆さんと御議論できればというふうに思うところでございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 地域の住民も若者と触れ合う機会がほとんどなくって、声を聞い

たりしゃべったりっていう機会が余りありません。若い人も地域の行事だとか地域参加すること

もまれなのでそういうことになっているんですが、やっぱりそういう交流ができることによって、

声を聞くことによって、元気になったり本当に地域のリーダーができたり、そういうふうになっ

ていくんじゃないかなと思いますので、ぜひそういう機会を持てる施策や方法をまた検討してい

ただきたいというふうに思っております。

以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 済みません。建設課長でございます。最初の水道関係の質問の中で、

管路延長のほうを１３８というぐあいにお答えしてるんですけども、管種別のほうを拾ってしま

いまして、全体の水道管の延長としては、訂正させていただきまして１７７キロございます。で

すので、２５％程度といいますと４０数キロぐらいになりますので、そういったことでの訂正を

お願いしたいと思います。大変失礼いたしました。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨議員、よろしいですか。

○議員（６番 三鴨 義文君） はい。余計大変だということがわかりました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、６番、三鴨義文君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとります。再開は１１時２０分にします。

午前１１時０５分休憩
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午前１１時２０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

８番、板井隆君の質問を許します。

８番、板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ８番、板井隆です。議長よりお許しをいただきましたので、通告

に従い、２点について質問をさせていただきます。

質問の前に、本日３月１１日は東日本大震災から９年となりました。１年前、私たち議会で行

政調査、宮城県の南三陸町の復興状況を視察し、高台や内陸部への集団移転で新しい町ができ、

復興が進んでいる姿も拝見しました。昨年末には南三陸町から佐藤町長が来町され、南部町から

支援職員を２年にわたり派遣した復興支援の協力に対し、南部町へ感謝状が贈呈されました。ま

た、東京電力福島第一原発事故に見舞われた、視察地でもありました福島県浪江町のホームペー

ジを確認しましたところ、浪江、吉田町長は「「ふるさと浪江」を子供達に残していくために」

と題し、平成２９年に開校した町立なみえ創成小・中学校では、きょうも子供たちの元気な声が

響いています。しかし、一方で、いまだ町の面積の８割は帰還困難区域であり、そのにぎわいや

生活環境はもとの浪江町にはほど遠い状況にあります。歴史あるこの町を再興し、先祖代々育ん

できた美しいふるさとを子供たちに引き継いでいくことは我々大人の使命ですとつづられていま

した。避難指示の解除が遅くなった地域で、住民の帰還の動きが鈍い。政府が復興の総仕上げと

する復興・創生期間の終了まで１年となりましたが、まだまだ復興のめどもほど遠い地域もある

ことも認識をしながら、震災により犠牲になられた方々、いまだ不明の方々の御冥福と一日も早

い避難解除での町の再生・復活を心から願いたいと思います。

それでは質問に入らせていただきます。

最初に、町内光ケーブル化の推進についてであります。

去る１月２５日に議会では、高校生サークル「Ｗｉｔｈ ｙｏｕ 翼」と新☆青年団「へんｔ

ｏつくり」、１０人との意見交換会を開催しました。当日はテーマを３つに絞り設定をした意見

交換会でした。その中から町に関することで青年からの意見で、議員として返答、意見交換をす

ることができなかったＷｉ－Ｆｉ通信の環境の悪さ、町の知名度アップにＳＮＳを活用をしたら

というような意見がありました。今の青年たちは紙媒体での情報はほとんど目にすることなく、

インターネットやＳＮＳなどのコミュニケーションツールでの情報を得ながら、若者同士、また

町との情報交換をしているとのことでした。また、近年のインターネットサービスの進展、スマ
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ートフォンの進化により通信量が増大し、町内でも通信の帯域が逼迫している状態であると思わ

れます。町の対応として、情報通信の環境改善には町内全域において各家庭や施設への光ケーブ

ルの整備が急務であると思い、以下の点について質問いたします。

１つ目、なんぶＳＡＮチャンネル、また中海テレビの加入率について伺います。現状での町民

からの光化への要望等はないかお伺いをいたします。３つ目、光ケーブル化における町、そして

町民のメリットについて伺います。４点目、光ケーブルの導入する事業費の試算について伺いま

す。５番目、町長は光ケーブル化への事業の進める考えがないのか伺いたいと思います。

次に、西伯カントリーパークの公園整備についてであります。

カントリーパークの整備については、昨年６月に続いての質問になります。南さいはく地域振

興協議会では、現在、拠点整備検討委員会を設置し、拠点施設の検討を昨年から進めております。

検討を進める中で、場所は現在のところ、これはミトロキになりますけれど、この場所は東長田

・上長田地域のほぼ中間地であり、災害時の地域住民の避難場所としても安心・安全であること

で進められてきました。

去る２月２０日に開催された拠点整備検討委員会では、整備アドバイザーや担当課でもある企

画政策課の職員の方々にも参加をいただき、予定の場所に概略図面も作成提案された具体的な検

討会となりました。拠点施設の利用者は、少子高齢化が南部町一高い地域にあって、協議会の活

動部員の会議、特産品の加工を含む厨房施設、また高齢者の方のふれあいサロンとしての機能を

持った拠点施設としての提案でありました。

その中にあって、隣に位置する西伯カントリーパーク施設での野球場やテニスコートを利用さ

れる若い方の出入り、若い声が聞こえ、小さな子供たちが遊ぶ姿に癒やしも与えてくれると、そ

ういった意味も含めてこの場所が適地とされています。そのような意味合いも含め、委員の方か

らカントリーパークの整備、特に公園整備についての質疑もあり、質問をさせていただきました。

最初に、カントリーパークにおける公園整備の構想をどのように考えているのかお聞きします。

２点目として、両長田会館拠点施設との連携、活用についてどのように考えておられるのか伺い

たいと思います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。御答弁よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、板井議員からの御質問に答えさせていただきます。

まず、南部町のＣＡＴＶ施設は、同軸ケーブルと光ケーブルの組み合わせによって構成された

ＨＦＣ方式というネットワークになっており、家屋に引き込む回線は同軸ケーブルが使用され、
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基幹回線の部分には光ケーブルが使用されております。板井議員からの御質問でありました光ケ

ーブル化とは、家屋に引き込む回線も光ケーブルを使用するＦＴＴＨ方式へ移行するということ

になります。平成１９年のＣＡＴＶ開局当時は光ケーブル化しているところはほとんどなく、工

事費が高額であったため、現在の方式でＣＡＴＶの整備を行っております。

それでは、なんぶＳＡＮチャンネルの加入率についての御質問にお答えいたします。令和２年

１月３１日現在の中海テレビ放１の加入世帯数は ４４４世帯、南部町の世帯数が ８９９世帯 

でございますので、加入率は８⒏３％となります。なお、中海テレビ放１を利用したインターネ

ット加入世帯は ３８４世帯で、中海テレビ放１に加入している世帯のうち中海テレビ放１のイ

ンターネットを利用している方の加入率は４２％となります。

続いて、現状での町民からの要望等はないかについての御質問にお答えします。昨年度に２件

ほど御要望をいただいております。１件は町のホームページへのお問い合わせ、もう１件は、あ

いみ富有の里地域振興協議会から行政要望がございました。内容は光回線でのインターネット環

境の整備に関するもので、その後の事業費の御質問にも関連しますが、光ケーブル化にするには

工事費が高額なため、すぐには対応が難しい旨の御説明をさせていただいております。

続いて、光ケーブル化における町、町民のメリットについての御質問にお答えします。町のメ

リットとしては、伝１路上の機械が少なくなり、電気代が不要となりますので、維持費と故障が

少なくなると考えています。また町民の皆さんのメリットとしては、通信の速度が速くなります

ので、画像速度が速くなり画像等が乱れにくくなることが上げられます。反対にデメリットとし

ては、ケーブルを接続する際の作業費が高くなりますし、取り扱える業者が少なくなり、施工す

る業者が限られてくることが考えられます。

続いて、光ケーブルを導入する事業費の試算についての御質問についてお答えいたします。光

ケーブル化する事業費は、概算で８２から９２２かかる見込みでございます。実施設計をしてみ

ないと正式にはわかりませんので、あくまでも概算費用となります。事業費につきましては、設

計業務、電柱申請、伝１路の整備、加入者宅への引き込み工事、宅内工事、現行施設の撤去など

が見込まれ、工期につきましては設計の着手から施工を含め３年程度かかる見込みです。

続いて、町長は光ケーブル化の事業化の考えはどうかの御質問についてお答えいたします。本

町のＣＡＴＶ施設を開設した当時に比べ、放１及び通信の高速化が進み、インターネットの利用

はパソコンのみならずＳＮＳやスマートフォン等の利用がふえております。今後、４Ｋ・８Ｋ放

１や次世代通信規格である５Ｇに対応するためにも、光ケーブル化への移行も視野に入れ、財政

状況を見ながら検討してまいりたいと考えています。状況を十分に検討して手おくれのないよう
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に、事が遅くならないようにと考えておるところでございます。

次に、カントリーパークの公園関係につきまして２点いただいておりますが、西伯カントリー

パークにおける公園整備の構想はどのようなものかについては、後ほど教育長のほうから答弁を

させていただきます。

私からは、両長田会館拠点施設との連携、活用についてどのような考えかについてお答えして

まいりたいと思います。両長田会館拠点施設との連携、活用についてどのような考え方かという

ような御質問についてお答えをいたします。

まず、南さいはく地域拠点整備の構想について経過や検討状況について御説明をいたします。

南さいはく地域振興協議会が指定管理を受託し、協議会の事務所や各種会議等に使用している両

長田ふれあい会館は、施設の老朽化や手狭感が進み、行政要望等により、施設の建てかえの要望

をいただいておりました。そこで、南さいはく地区における拠点機能の検討を進めるため、今年

度、町において検討費用を予算化し、現在、南さいはく地域住民の方を中心に拠点整備に関する

検討を進めていただいております。昨年の５月に地域住民による準備会議が開催され、検討委員

の公募を行い、昨年の７月に第１回の検討委員会が開催されました。その後、これまで３回の検

討委員会が開催されたほか、日南町福栄地域振興センターへの視察などが行われております。

これまでの検討では、拠点に必要な機能として、１、健康で生きがいのある地域づくりとして、

合同いきいきサロンや、まちの保健室が開催できる健康づくり機能、２、安心・安全な地域環境

の維持として両長田地域住民の避難所としての機能、３、協議会の事務所及び４０人程度で使用

できる会議室機能、４、地域を代表する特産品づくりとして、特産品加工機能または調理機能等

を検討しておられます。また、拠点の場所は、防災上の観点やカントリーパーク周辺の有効活用

の観点から、現在の両長田ふれあい会館の場所を軸に検討を進められております。

検討を進める中で、カントリーパークには野球やテニスの試合などで多くの人が訪れているこ

と、近隣の公園は休日多くの家族連れでにぎわっていることなどから、カントリーパークをもう

一度活気のある場所にすることで南さいはくエリアを活性化し、拠点もその仕掛けの一部として

検討すべきという意見が寄せられました。それについては町長としても同感でございます。

先ほど教育長より公園遊具の改修について答弁が、先ほどというか今後、この後、改修につい

ての答弁がございますが、カントリーパークを活性化するために必要なことは必ずしもハードに

関することだけではないと思います。例えば安心して子供を遊ばせることができる見守り体制や

人を呼び込むイベントの開催など、ソフトの部分も重要な要素だと思います。したがって来年度

は、拠点整備の検討に並行することでカントリーパークの活性化策について教育委員会とも連携
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し、一緒に考えていきたいと考えております。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） それでは、板井議員の御質問にお答えさせていただきます。

西伯カントリーパークにおける公園整備につきましては、６月議会でもお答えしましたように、

開園後、約３０年が経過しており、施設の老朽化に伴い、施設を御利用いただいている皆様のお

声や指定管理者からの報告等を踏まえながら、予算の範囲内でその都度優先順位をつけながら修

繕等の対応を行っているところでございます。利用の多くが野球場とテニスコートの利用である

ことから、適宜その改修等を実施しております。あわせて施設の安全面についても年次的に整備

していかなければならないと考えております。こうした状況はカントリーパークに限ったことで

はなく、町内の公共施設の多くが抱える課題であり、全体的な改修に向けて町の財政状況と相談

しながら実施する必要があり、その手当てが十分にできているとは言えない状況にあると思いま

す。

そのような中で、公園的機能を有する部分につきましては改修が進んでいないのが現状であり、

遊具につきましては利用実績等を考えますと拡充は難しいと考えますが、既存の遊具等につきま

しては点検結果をもとに年次的に修繕、撤去を行い、公園としての利用もいただけるように努め

ているところであります。

このような施設の改修等が十分でない状況にあることは認識しておりますが、カントリーパー

クを含めた全体の新たな活用方法の整備の構想は現時点ではございません。しかしながら、御質

問にもありますように、現在、南さいはく地域振興協議会で南さいはくエリアの拠点の検討を行

っておられることは承知をしております。その検討の中で、カントリーパークの有効活用による

地域の活性化を検討しておられるとも伺っておりますので、今後のカントリーパーク改修等に当

たってはその御意見等を踏まえながら実施していきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君の再質問を許します。

板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 町長、教育長、御答弁、本当にありがとうございました。

まずは光化ということで、質問に入りたいですけれど、私きのうから、きのうといいますか、

おとといの提案説明、それからきょうのお二人の一般質問等々聞いてると、町の財政ということ

を考えました。とても厳しい財政の中で、公共施設ばかりではなくて、全ての優先順位をつけな
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がらこれからやっていってもらわなくちゃいけないというのは重々わかったという中からこの一

般質問をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしく御理解をください。

まずは、私、この光の質問をするに当たって、いろいろと勉強なり見識を深めようと頑張って

みたところですけど、やはりアナログ人間でなかなか横文字がわからない。横文字を最初から開

きながら、ああ、こういうことかっていいながら１時間もするともう既に忘れてしまってるとい

うような本当にアナログの人間なもので、多分質問にかみ合わない部分も出てくると思いますが、

うまいぐあいに合わせてもらいながら答弁をいただければというふうに思います。

まず、光回線、南部町が整備をしました今のＦＴＴＨ方式を変える。今がＨＦＣ、今が、早速

済みません、ＦＴＴＨで、今度ＨＦＣに変える、逆ですか……（発言する者あり）ということだ

と思うんですけれど、済みません、その中で、町が整備したものばかりではなくて、例えばテレ

ビなんかでよく宣伝何度もしておりますけど、ＮＴＴフレッツ光とか、それから中国電力が持っ

てるメガエッグとか、そういった光回線があるというふうに思うんですけれど、そのケーブルの

南部町内における提供エリアというものはどういったところまでこの光ケーブルが入っているの

か、もしわかれば答えていただければというふうに思います。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。ＮＴＴさんと中国電力さんにお問い合わせ

をして確認をさせていただきました。内容的には幹線しかわからないというところでございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。

幹線につきましては、ＮＴＴさんは米子から１８０号線沿いに東西町を通りまして、最終的に

は緑水園まで上がっているということを聞いております。阿賀のローソンのあたりですかね、そ

こで分岐をいたしておりまして、伯太側に行きますと北方まで。それからそこから天萬方面、清

水川通りまして、天萬通って、最終的にはいこい荘のあたりまでは幹線は行き届いておると。幹

線からの枝分かれ部分については詳細はわからないということでございました。

それから、中国電力さんのほうです。そちらのほうのエリアにつきましては、確認しましたと

ころ、東西町、四季あたりまでは来ているというところまでは確認ができております。以上でご

ざいます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。ということは、南部町のこの光の設置

については、要するに各家庭の近くの幹線までは光が来ている、これをもちろん利用することが

一番の、家庭にとって、インターネットを引っぱってる人にとっては有効的な使い方だというふ
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うに受け取っていいんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。南部町が整備しておりますケーブルテレビ

網でございますけれども、言われるとおり、基本、基幹ラインは光で構成しております。その後

に家まで、宅内まで入ることになりますけれども、その部分については同軸ケーブルというとこ

ろで、やはりそこで速度が落ちているという状況はございます。議員言われるように、光を、来

ているところから引き込むというところが一番簡単といえば簡単なんですけれども、各社いろい

ろな、先ほど申しました基幹のところもございますので、そこからとっていただく、例えばＮＴ

Ｔさんを使っていただくというようなことも選択の一つではあるかというふうに思います。以上

でございます。

○議長（秦 伊知郎君） ８番、板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。

確かにいろんなものを取り入れるというのは一つの手段かもしれませんけれど、やはり先ほど

も言いましたように、もう家の近くまで幹線まで南部町のケーブル化は光が来ている、要するに

家庭に入っていくところが同軸ケーブルであるためにそこで速度が落ちてしまっている。これを

整備していくのが光化であるというふうに思って、それで間違いないですか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） そう思っていただいてしし支えないと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。じゃあ、そこを基点として、これから

詳細の部分について質問を続けたいというふうに思います。

先ほど町長の答弁の中に、最初にこちらのほうから質問した加入率についてというところなん

ですけれど、２年の１月３１日現在でしたか、世帯数が ８８９世帯のうち加入世帯が ４４４ 

件、加入率が８⒏３％ということで、非常に高い加入率だなというふうに思っております。また、

ただその中にあって、インターネットの加入世帯というのが ３８４、加入率が４ ２％と言わ

れました。これが半分ぐらいにこのインターネットの加入率が落ちている、この辺についての原

因的なことをどのように捉えておられますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。やはり加入率が半分ぐらいであるというこ

とは事実だと思ってます。その中で考えられるのは、やはりテレビだけ見られているという方も
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いらっしゃるかなというふうに思いますし、先ほども言いましたけれども、中海を利用するので

はなく、別の例えばＮＴＴさんであったり中国電力さんであったりというところでインターネッ

トを接続されているという方もいらっしゃるかというふうに思いますので、それぞれのニーズに

合った使い方をされている実績が４０％余りのことになっているのかなというふうに考えており

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。

やはりそういったところもある、ほかのさっき話が出たＮＴＴや中電の光を使っている。なぜ、

そこに行ってるかというと、インターネットにしても受信をする画像等々についても速いという

ことが、利用してる方々のそちらのほうに加入される大きな原因ではないかなと思っています。

これ光にすると、今の同軸ケーブルに比べると ０００こ以上の速度が確保できるというふうに、

これ日南町のほうが今続けてる、来年度と再来年度ですか、で整備をするようになってる中にそ

ういうことが書いてありました。広報にちなんに、町民の方々に事業についての理解を得るため

に、そういったことが書いてありました。先ほど町長が言われましたように、４Ｋや５Ｇの時代

に即応できる光であるということなんですけれど、その点やはり光化というのは整備が必要では

ないかなというふうに思いますけど、町長、どうでしょうか。先ほどの数字的なものを聞かれて

どのように感じられましたか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。少し整理しなくてはいけないのは、ＣＡＴＶを走っ

ていて、テレビ、今４Ｋであったり、多くの皆さんがオリンピックを見るためにテレビをかえら

れてるということも聞いています。チューナーをかえて費用が少し高くなるそうですけども、こ

のことは今の同軸ケーブルでもテレビを見る分であれば何ら問題ない、４Ｋ放１は見られるとい

うことだそうです。

一番の課題は、同軸ケーブルの中で、一昔前とは違ってインターネットを家族に１台持って、

自分がパチパチ数字を閲覧したり写真を見たりということから、動画配信を家族がこたつに当た

って、家族が４人、１台１台スマートフォンでＷｉ－Ｆｉをつないでユーチューブを見ると画像

がとまってしまうわけです。このことだろうと思っています。これに対して、行政として町が敷

設するＣＡＴＶを全町内、ＦＴＴＨ、光ファイバーを各家庭まで引っ張っていくと、今言われた

ようにこのことは確かに解消します。町としましても、どういう方法をするのが一番いいのかと

いうことを思い悩み、それから計画を組まなくちゃいけないなと思っています。地域間格しに負
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けてはならないと思っています。

もう一つは５Ｇです、先ほど言いました。５Ｇは、これは移動通信のシステムですので、今私

たちが使っているスマートフォンの次世代、今４Ｇでやってますけど、５Ｇになったときには、

飛躍的な情報量の受け渡しが移動空間の中で移動通信としてできるわけです。そこの基点となる

のは、やはりベースは光ファイバーのあるところに、鉄塔というんですか、そういうものをくま

なくつくって、必要だと。このことは将来の自動運転であったり、そういうことにも影響すると

いうぐあいに言われています。

このあたりのところが、正直なところ私も、５Ｇに対応することは道路をつくるのと同じぐら

いに国家戦略として支援してもらわんといけん。そして、このことは大きな地域間格しにつなが

るおそれがあるわけですね。高齢化が進む中で、自動運転も入っていないというような地域に南

部町してはならないと思っています。テレビの問題、それから家の中でＷｉ－Ｆｉを家族そろっ

てユーチューブだとか動画配信を見るというようなこと、それと、こういう５Ｇに対応して、こ

れから先々の２１世紀の中で、この地域が地域間格しに負けてしまうようなことにしてはならな

い、このいろいろな要素がまじっている問題だと思ってます。若者たちがＷｉ－Ｆｉがうまく見

れないというところが、家族でそういうことにあるのか、または公共施設の中ですぐアクセスポ

イントがあってＷｉ－Ｆｉにつながるような環境が少しおくれてるんじゃないかという点なのか、

また私も聞いてみたいなというぐあいに思っていますが、いずれにしましても、地域間格しに負

けない地域をつくるっていうことは大事な課題だろうと思ってますので、そういう視点で光ファ

イバーについての考えを進めていこうと思っているところです。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。言っておられることが半分ぐらいちょ

っとわからなくて、さすが町長だというふうに、詳しいなということを感じたところです。

その中にあって、やっぱりこれから、さっき町長言われた情報通信の技術、ＩＣＴをまたこれ

から整備されていく中で、やはり光というのは本当に必要だろうと思いますし、これは５番目の

ところでもう一度、町長との討論をしたいというふうに思います。

次に、導入の事業費の試算について伺って……。ごめんなさい、その前に状況について町民の

方々からの要望はないかということでありましたけど、今の話の中で十分に理解ができたと思っ

ております。ただ、工事費が非常に高いということなんですけれど、その点について、光ケーブ

ルを導入する事業費の試算、先ほど８２から９２ということでお話をされたんですけれど、その

前に３０年度の決算から、ＣＡＴＶ施設の入ってくる、中海テレビから入ってくる施設の貸し付
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け収入料金、それから３０年度の決算における先ほど言われました電気代、それから経年劣化に

よる施設の修繕費等々のバランスというんですか、その点についてちょっと説明をしていただけ

ればというふうに思います。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。３０年度決算からケーブルテレビの歳入の

ほうを説明します。ケーブルテレビの施設を、中海であろうとか、あるいはＮＴＴさんにはお貸

ししておりますので、その歳入につきましては、約 ５００万２が町の収入として入ってきてお

ります。もろもろ合わせますと、収入としてもそれ以上ありますけれども、 ５００万２であろ

うというふうに思ってます。それから支出のほうで電気代ということを言っておりますが、それ

は約１６０万２相当、それから施設の修繕に係るとこが ５５０万２あたりということになりま

す。それから保守点検、それぞれいろいろ含めまして、昨年の３０年度の支出合計が約 ５００

万２というふうになっております。その中で、その前の年まで、２９年度までは、それこそケー

ブルテレビの貸し付け収入で歳出のほうもそれと同様の金額が上がってきておったと思っていま

す。その中で、昨年につきましては、施設の修繕料のほうがかさんでおります。その部分につき

ましては機器の更新とかではございませんで、中国電力さんの電柱に共架している部分がありま

す。その部分の電柱の老朽化ということでかなりの本数を交換いたしておりますので、中国電力

さんのほうが、それに伴っての支障移転という形での金額がこ増というのか、ちょっとふえてお

るという状況でございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。

その点はよくわかって、結局、電柱も老朽化してくる、かえなくちゃいけない、３０年度の決

算でいけば一般財源は約９００万そのために出してある。それまでは貸し付け収入である程度賄

われていたものが、そういった修繕関係で非常にふえてきた。これからもこの状況というのは続

く。新年度でも一般会計から出るようになっていましたけれど、そういったような意味合いを含

めた一般会計の補填というふうに思っていいんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長です。新年度の予算につきましてですけれども、ある程度、

支障移転のほうはあろうかというふうに思います。それが去年並みではなく、そこは大分減って

きているというふうに考えておりますが、機器の更新であったりというところは確実に今後も出

てくるところでございます。その中で一つ言っておきたいのは、今の機器につきまして、例えば
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故障が起きたときに、今、製造しているのがどちらかというと光ケーブルのほうの機器を製造し

ているところがほとんどでございますので、今の同軸ケーブルとかの対応にするものについては

今後生産が少なくなってくるというところを見きわめますと、町長も申しましたが、そこの更新

時期と合わせて考えて予算を組んでいく必要があろうかというふうに思っています。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。

私、この一般質問するに当たって、中海テレビ放１のほうにもちょっと話を聞きに行ってきた

ときに、やはり同じようなことを話されました。この回線が町内全域にサービスが提供されてか

ら１３年が過ぎていってるということで、ケーブルの老朽化、またそういった保守点検料がかさ

んでいると思いますと。ただ光化にすれば、それがどんと減る、先ほどの町長の答弁の中にもあ

りましたけれど、そういった修繕料のほうについては相当減額ができることができるだろうとい

うふうに話もしておられました。それにあっていけば、先行投資というわけではないんですけれ

ど、この大きな金額でありますが、８２から９２というものは長い目で見れば回収ができるのか、

それとも今のままで修繕費のほうにどんどんかけていくのか。ましてや機器もなくなるというこ

とになれば、大変予算的にもそこに集中してくるというふうに思います。そういった面からして

も、やはり光化を進めていくっていうのが必要ではないかなというふうに思います。ちなみに日

南町は、２年間、３年間の事業計画で全部で１４２を使って整備をされるということも、担当課

のほうに問い合わせをして確認もしました。そういった面からすれば必要ではないかなというふ

うに思います。

そして、町長の考え方、本当に町長はそういったことに大変詳しいということもあるんですけ

れど、第２次の総合計画の中で暮らしやすいまちづくりという中を読んでいきますと、基本事業

では快適な生活環境の整備、光化によってこれも一つあるのではないかなというふうに思います

し、今回の初めての全員協議会の中で、企画課のほうから第２期のなんぶ創生総合戦略の案を示

していただき説明も受けました。その中にあって、人生１００年時代を迎えるなんぶ暮らしの実

現という具体的な施策の中に、ＧＩＧＡスクールの整備といいますか、を入れていくということ

で、これも初日に説明を受けたわけなんですけれど、教育長にちょっと突然振って申しわけない

んですが、ＧＩＧＡスクールの事業の目的はこの間聞きました。子供たちに何を期待していくの

か、その辺についてちょっと、あれば教えていただきたいというふうに思います。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。ＧＩＧＡスクール構想、今回、国の補正によっ
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てスタートしておりますが、大きくは２つございます。１つは、先ほど議員からもありましたよ

うに、ネット環境という情報の環境が、今現在の学校の環境が非常に整っていないのではないの

かということで、まずそのスピードを確保するということで校内ＬＡＮ整備をするというのが１

つ大きなＧＩＧＡスクールの構想であります。２つ目は、新聞等々、報道等々でもありますけど

も、１人１台のパソコンによって学習環境をということで、この２本立てでございます。

どちらも確かに情報機器はすばらしいものでありますし、使っていろんな学習は広がります。

先ほどからありますように動画も見れます。例えば目に見えないような分子構造を例えば動画で

配信をするというようなすばらしいこともありますが、見失ってはいけないのは、やはりその前

に子供たち自身が何を学びたいのか、現場の先生とどう授業を構成していくのかっていうことを

見失って、コンピューターばかりに向かっているようなことをしてはいけないというふうには思

いますが、やはり教科書とかノートとかいろんな図書とか紙だけで読み取るものと、そうじゃな

くてやっぱり三次元、立体であったり動画によって子供たちが学習すべき内容がすとんと入って

くるような場合は使っていきたい、まさにそういう部分で授業を充実させていく。

それからもっと言いますれば、今この臨時休校ということで行っておりますけども、そういう

場合にネット環境が整っていれば、ある種そういうネットを使っての学習も可能になる、そんな

ことも多分将来的には一部にはあるんだろうなと思いますが、先ほど申し上げたように、一番大

事なところは大事にしつつ、学習の一つの教材として、鉛筆とノートと同じような学習の道具の

一つとして導入していくものであるというふうに考えているところでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。

うちの孫も４歳になるんですけど、もう４歳の子供でもお母ちゃんのスマホ持って、ぴっぴっ

ぴっぴやりながらユーチューブをぱっと見たりとかして、すごいなって、僕らそれになれるまで

でも時間がかかったのに、もう子供たちって簡単に、見よう見まねではないんですが、そこにち

ゃんとたどり着いてやってるところがすごいな、そういったところはこれから確実に必要なんだ

ろうなというふうに思いますが。

ただ、そこで子供たちが何百人かいる、西伯小学校とかそういったところではいるわけですけ

ど、そこに全員がタブレットを持って通信を始めれば容量的なものっていうのは、もちろん整備

もされると思うんですけれど、光の回線が入ってなくてもそれは賄えるというふうに思っておら

れますか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。
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○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。現在、学校のほうのネット環境は、県が用意し

ております情報ハイウェイに乗っかって教育用のネットワークに入っておりますので、少しその

部分では、議員さんが今までお話をされてきた町内の光ケーブルのものとは少し違うところある

と思いますが、議員が先ほどおっしゃられたように、子供たち全員が、例えば動画を全員が見る

ということはまずないとは思うんですけども、そうなったときに、現在、町が整備しております

１ギガバイトでは容量が足りないということで今回１０ギガにするというのが、今回のＧＩＧＡ

スクールの今回の整備でございます。そのあたりで１０ギガになれば、一番多い西伯小学校の子

供たちでもある程度一斉にいってもいけるくらいのスピードは担保できるというふうには思って

おりますが、全ての回線が太くなっていかないと、１カ所でも細いところがあるとそこに詰まっ

てしまうというところがあるので、そこの整備については、まだ十分全部太いままで全部がつな

がったということにはなり得ていないところも現状でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。その光というのが入ることによって非

常に容量も大きくなって、安心して子供たちも使えるというところで、やはりそういった整備も

やっていく必要もあるんではないかなと思います。

私、こうやって議会に来たときに、私の持ってるタブレットをＷｉ－Ｆｉつなぐんですけど、

もういっぱいで入れませんとかって出る日もあるんです。ということは、やはりそれだけ容量が

少ないからそういうふうになってしまってるのではないかなというような思いもしてるんですけ

れど。

先ほども言いました中海テレビで話を聞いてきた中で、中海テレビとして、今後、光が入って

いけば、どういうふうに自分たちとしてはそれを利用していくかっていう中に、ＩｏＴという言

葉が出てきました。後で調べたら、インターネット・オブ・シングスというらしいです。これは

同時に多接続機能をし、生活の見守りや介護のサービスなどをテレビを使って確認をしたりする

ことができる、そういったことを県のほうにも提案していこうと思っていますというような話が

ありました。町長、その点についてはどうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。ＩｏＴの中に、先ほど申しました５Ｇの課題があり

まして、さっき教育長が言ったように、こういうコロナウイルスで在宅でおるところに、全員に

一斉動画を配信して家庭の中で教育を進めるということも理論的には今できる時代なわけです。

それから自動運転であったり在宅医療であったり、そういう希望だとかそういうものが詰まった
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のが５Ｇの、またその次の６Ｇももうさらに入っているというところで、私どもも一体どこから

どう手をつけていくのが一番効率的で経済的なのか本当にわからないところがあります。

１月に総務省の財政課長さんとお会いして、このことについてお話ししました。その冒頭は、

光ファイバーを地方部、集まりが地方の皆さんばっかりだったので、地方部にもどんどん行きま

すよという話でした。ただし条件があって、これは過疎地域、過疎債の制限の枠を外すというこ

とで、今、新聞紙上であの町もこの町もということで、議員の御質問になったものだろうと思っ

ています。議員の皆さんも御存じのとおり、西部であれば日吉津村、それから旧岸本町、旧会見

町、西伯町、このあたりが過疎の対象外なわけですね。その中で過疎の恩恵が受けられないこの

地域こそ何らかの支援をいただかなければ、先ほど冒頭申し上げました情報格しの中に埋もれて

しまう。莫大な今のお金がかかるわけでして、その中で民間が入って民間のサービスが受けられ

てそんな設備投資をしなくてもいい自治体と、民間が入らないから、じゃあ自治体がやらなくち

ゃいけない、それからさらにはそういうバックアップの支援が国から得られないっていうところ

では、余りにも不合理ではないかということを申し上げてきてます。御意見として賜りますとい

うことだったんですけれども、こういう問題も現実の課題として出てきています。

町長としては、地域間格しが生じないということを常に考えながら施策に当たっていかなくち

ゃいけないと、その中に、今、議員が言われたような次世代の高速通信網の問題も確実にあると

いうぐあいに思ってますので、町長としても悩んでいる、考えているということを御理解いただ

きたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。確かに最初に言いましたように、町の

財政等々考えれば、いかに補助金を有効活用して一般財源を使わないようにやっていくかという

ことがとにかく一番大事なところであると思ってます。

この光回線ですけど、エリアカバーというのは全国では９０％ということで、メリットよりは、

ないことが欠点であるというような世の中にもなっています。町長の議案提案の説明の中で、今

さえよければいいといった短期的な問題解決では人口が減少する次世代への責任を果たせないと

いうふうに言っておられました。この言葉、提案説明の中で２回も出てきています。きのうの質

疑の答弁もありましたように、人口はふえることはなく確実に減っていく、この人口減少を少し

でも歯どめをかける施策を講じながら、将来にツケ回しをしない施策を講じていきたいというこ

とでした。そういった中にあって、この光化というものも前向きに検討していただけるという心

強い答弁もいただきましたので、次のカントリーパークのほうに移らせていただきます。あと時
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間が４分しかありません。

実はこれについては、もう先ほど町長それから教育長の答弁をいただきました。中が本当にそ

のとおりだというふうに思ってますけど、ただ、教育長にお願いしたいのは、要するに今の公園

を、例えば遊具をたくさんもう１回つけてくれとか、そういったことを言ってるわけではなくて、

芝生、今のポケットパークが町長進めておられますけど、そういったような程度でいい、子供や

孫たちが来て、そこで芝生の上で遊んでいる、それを協議会の新しい施設は、とにかく窓をカン

トリーパーク側につけようという、そこまでは決まりました。それは何かというと、そこで遊ん

でる姿が高齢者の人たちの癒やしを与えてくれたりとか、そういったような状況になり得るので

はないか。とあわせて先ほど町長も言われました、また教育長も言われました、その場所利用、

活用ですね。イベントをやったりとかそういったことも協議会としては考えていっていただきた

いとは思いますけど、ああしてその奥には緑水園があったり、森の学校があったりということで、

そういったところも利用しながら来ていただく仕掛けをしてかなくちゃいけない。真壁議員のき

のうの質疑ではありませんけど、それだけ地元の人の負担もふえてくるというところから、なか

なか利活用ができていないというのも現実だろうなというふうに思います。ただ、協議会につい

ては非常に１４年間という長い間、地域の活動、見守りをしていただいて、本当に町長が議案の

説明でありましたように、もうなくてはならない団体であるというふうに思っています。そうい

ったところを支えていただくのは、この町、執行部の皆さんだと、また職員の皆さんだというふ

うに思っていますので、ぜひともその地域の人たちの声をしっかりと酌み上げていただいて、施

設とあわせて周辺の整備が少しでもできればなというふうに思っておりますので、その点をお願

いをして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、８番、板井隆君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩に入ります。再開は１時３０分にしますので、よろしくお願

いします。

午後０時１９分休憩

午後１時３０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。９番、景山浩君の質問を許します。

９番、景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） ９番、景山浩でございます。議長のお許しをいただきましたので、
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プログラミング教育、伝染病のパンデミック対策、新年度予算における地域経済活性化策の３項

目について一般質問させていただきます。

まず、プログラミング教育について伺います。

２０２０年度に改定される小学校学習指導要領では、英語教育の充実に加え、プログラミング

教育が必修化されることとなっています。このプログラミング教育という言葉の印象から、国語

や算数に加えて、プログラムをつくる教科、授業が新たに加わるものかとも受け取られがちです

が、どうもそうではなく、一般的な授業やそれ以外の時間で横断的にプログラミングを取り入れ

た学習を行うとなっています。確かに、現代社会においては家庭や職場、学校にあるパソコンを

使うことはもちろん、スマホや通信、自動車や家庭電気製品、仕事や買い物、遊びなど、私たち

の日々の生活のあらゆる場面において、コンピューター、ＩＣＴが重要な役割を果たしています。

そして、それらを実質的に動かしているものがプログラミングであり、その仕組みや意義、考え

方を学ぶことは、これからの社会を担っていく子供たちには必須条件と言えるのではないかとも

思われますが、旧世代の私にとっては、その言葉や考え方がすんなりと体に入ってこないことも

残念ながら事実です。新年度予算には、ＧＩＧＡスクールに対応するためのパソコン購入予算が

組まれ、ハードとソフトの両面から新たな教育環境が整備されることとなります。世界的な大競

争の時代を少子高齢化、人口減少社会という大きなハンディキャップを背負いながら担っていく

こととなる日本、そして南部町の子供たちに対する教育の重要性はますます高まり、その変化に

対する十分な理解が私たち大人にも求められていると感じます。

そこでお尋ねします。１番、プログラミング教育実施の目的は何でしょうか。２番、実施内容

はどのようなものでしょうか。３番、子供たちや教育現場で現在想定される課題などはあるので

しょうか。

次に、伝染病のパンデミック対策について伺います。

現在、連日報道がなされている新型コロナウイルスによる肺炎は既に流行が世界各国に広がり、

パンデミックの様相を呈しています。そして、この新種の伝染病の世界的流行で、国民は大きく

２つの局面から困難を強いられることとなっています。１つ目は、防疫や感染防止、感染後の治

療や拡大防止のための管理に伴う困難であり、２つ目は、前項の実施のための移動や集会の制限

の結果としての経済活動や文化活動などの停滞、すなわち事業の売上高の低下や学校休校などに

よる日常生活における制約です。この中国発の新型伝染病については、年明け早々からその危険

性が言われ始めていましたが、国内流行が進む現在でも、感染者数の動向やマスクが不足してい

ることなどの報道はなされていますが、政府や自治体の対処方針や具体的な行動計画などについ
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ては余り明確なものが表明されていないように感じます。思い返せば、２００５年や２００９年

の新型インフルエンザの大流行で、新型の伝染病の出現は防ぎようがないことや、一旦流行して

しまえば免疫による抵抗力がないため大きな被害が発生することを思い知らされました。そして、

被害を最小限にがいとめるために、国や自治体による対策、事業シェア、個人による感染予防対

策や感染後の対応を準備してきたはずでした。幸いにして、南部町や鳥取県ではいまだ感染者は

発生していませんが、その危険性がゼロというわけでもありません。安心、安全な町を標榜する

南部町として、感染者を出さないために町としてどのような行動をとるのか、また不幸にも感染

者が出た場合には、その後の対処をどのように行っていくのかについて示す責任があると考えま

す。

そこでお尋ねします。１番、伝染病のパンデミックに対する町の基本的方針と、伝染防止、物

品備蓄や医療提供体制などの具体的な行動計画はどのようになっているのでしょうか。２番、自

然災害等の防災との違いをどのように整理されているのでしょうか。

次に、新年度予算における地域経済活性化策について伺います。

今日、我が南部町も少子高齢化の進行や人口減少により地域の活力がどんどん失われてきてい

ます。人がいることが地域を地域たらしめる必須条件であり、農業や林業などの１次産業から始

まり、商工業などの生産活動や消費行動、経済活動全般が健全に行われていることこそが、人が

そこで生活することができる、住めるという必要条件とも言えます。以前から、近い将来、人口

減少により地域での日常生活に支障が出てくるのではないかということが懸念されてきましたが、

今日、交通問題や買い物問題、農業問題や家族を養っていける職場の不足等々、この懸念が地域

維持に関する多くの目に見える問題として私たちの前にあらわれています。また、この人がいな

くなるという問題は、医療や福祉、教育の観点からも地域に暗い影を落としています。人の確保、

地域の継続性の観点から、国では、地域で仕事をつくる、地域経済を活性化させるための政策と

して地方創生を打ち出し、南部町でも政策目標と基本施策を示した総合戦略が策定されています。

私も含めた多くの町民の皆さんが大なり小なり町の将来に不安を感じています。この不安感を少

しでも和らげるためにも、人の確保、地域の持続性のための総合戦略の考え方がより具体的な個

別事業として各年度の予算に落とし込まれて実行され、目に見えた成果となること、文字どおり

の地域経済の活性化が期待されています。

そこでお尋ねします。１番、新年度予算における地域経済活性化策に対する基本的な考え方は

どのようになっているでしょうか。２番、新年度予算での地域経済活性化の目玉となるような事

業をお聞かせください。
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以上、壇上からの質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、景山議員の御質問にお答えしてまいります。一番最初のプロ

グラミング教育の目的、内容については、後ほど教育長のほうから答弁をさせますのでよろしく

お願いいたします。

私は、次の伝染病、パンデミック対策から申し上げます。

改めて町民の皆様に、新型コロナウイルスに対してのお願いを申し上げます。まず１つには、

冷静に御判断いただきたいと思います。通常のインフルエンザと同様、しっかりとした感染防止、

それはとりもなおさず石けんによる手洗いの励行です。私も職場に出てから、アルコールを使っ

たり、石けんを使ったり、１日５回以上手洗いを励行しております。２０秒ぐらいかけてしっか

りと洗う、手首までしっかり洗うということが感染症予防の一番大事な基本点でございますので、

ぜひとも外に出られましたら感染症予防ということをお願いいたします。また、他人にもうつさ

ないということも踏まえて、せきエチケットの徹底をお願いしたいと思います。

それでは、伝染病のパンデミック対策について申し上げます。まず、パンデミックとは感染症

の世界的大流行を意味する言葉でございます。国内では、国、各自治体で情報の共有や対応がな

されており、政府は専門家会議で、爆発的な感染拡大は進んでおらず持ちこたえていると現状を

分析しています。しかし一方で、世界保健機構、ＷＨＯのテドロス事務局長は、欧米各国でも感

染者が急増している現状に鑑み、パンデミック、世界的な大流行の脅威が現実味を帯びてきたと

警戒を強めているところでございます。

南部町における感染症のパンデミックに対する基本方針についてでございますが、国が平成２

４年に新型インフルエンザ等対策特別措置法を制定し、それを受けて、県が鳥取県新型インフル

エンザ等対策行動計画を策定し、南部町も平成２７年３月に新型インフルエンザ等対策行動計画

を策定し、その後、令和２年１月に改定したものでございます。この行動計画は、新型インフル

エンザ等対策を町の危機管理にかかわる重要な課題と位置づけ、次の３点の基本方針から成りま

す。１点目は、新型インフルエンザ等対策を迅速かつ柔軟に実施すること、２点目は、社会全体

が一丸となって対策に取り組むこと、３点目は、複数の対策をバランスよく実施することとして

います。

次に、感染防止についてでございますが、感染防止対策は流行状況に応じて適切な対応を講じ、

流行のピークを可能な限りおくらせることによって、医療体制を整備するための時間を確保し、

ピーク時の患者数を減少させ、治療を要する患者数を医療提供能力の範囲内にする目的で行い、
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県等の呼びかけを町民へ周知、手洗い、せきエチケット、人混みを避けるなどの基本的な感染対

策について理解、促進を図ってまいります。

物品備蓄につきましては、自然災害時や感染症対策などを考慮し、サージカルマスク５万 ０

００枚、消毒液１１０本を備蓄しておりましたが、公共施設等の感染予防の必要性から一部使用

しております。また、医療提供体制でございますが、発生段階別対応計画により、未発生期、海

外発生期、県内未発生期、県内発生早期、県内感染期、小康期の６期にわたる区分での新型イン

フルエンザ予防接種や要援護者への医療支援を国及び県と連携して行うこととなっています。

次に、自然災害等の防災との違いの整理についてお答えいたします。自然災害は建物設備やイ

ンフラなど甚大な被害を及ぼし、地理的な影響範囲では被害が地形的であったり、局所的であり、

被害の期間も過去の事例からある程度の影響想定が可能でありますが、一方、今回の新型コロナ

ウイルス感染症も、発生により人命や経済への大きな影響があるということでは自然災害等と共

通する点もあると思います。しかし、発生時期を正確に予測することは困難であり、世界中のど

こかで発生すれば私たちの町への侵入も避けられないと考えられています。１９１８年に発生し

たスペインたは世界人口の３割の５２人が感染し、た者 ０００万人から１２人と言われ、最初

に医師、看護師の感染者が多く、医療体制が崩壊したことが拡大の原因と言われています。この

パンデミックの中でも、１９１８年９月に楽観的で第一次世界大戦の戦勝パレードに２０万人以

上参加したアメリカ史上最悪の拡大を及ぼしたフィラデルフィアの例や、一方、全ての劇場、学

校、ホールは次の指示があるまで閉鎖するとのセントルイス市長の施策はフィラデルフィアの８

分の１の感染者でパンデミックを抑えることができた好事例だということで有名です。このよう

に、新型インフルエンザ等発生後でないと検査や薬、治療方法、予防接種等の医療体制が整えら

れないこともありますが、患者数のピークをできるだけおくらせ、ピーク時の規模を小さくする

ことが必要となります。感染症は見えない闘いであり、住民の皆様一人一人の意識や感染を予防

しようとする行動、そして協力が極めて重要です。パンデミックにならないためにも、やるべき

ことに変わりはありません。全庁、横断的な対応により、職員一丸となって新型コロナウイルス

対策を行ってまいる所存でございます。

最後に、引き続きインフルエンザと同様の対策で、手洗いの徹底、マスクの着用、不要不急の

外出を控え、感染拡大防止に御協力をお願いいたします。

次に、新年度予算における地域経済活性化策についての御質問にお答えしてまいります。まず、

新年度予算における地域経済活性化に対する基本的な考え方についてお答えいたします。南部町

の地域経済活性化には、地域の活力向上により、面的に活性化することが必要であると思ってい
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ます。具体的には、集落、地域の活動はもちろんのこと、福祉、医療、商工業、農林業、観光業、

移住定住、雇用、就業、交通などあらゆる取り組みの向上により住民が安心して暮らせる地域と

するため、さらには地域を持続可能なものにするため、人口減少が続く中でも所得や雇用を確保

し、自立的な経済基盤を構築する必要がございます。

議員御質問の地域経済活性化に対する基本的な考え方については、施政方針で述べましたとお

り、農林業や商工業が活力を持ち、子供たちが元気に学び、遊ぶ、若者が未来に希望を抱き、人

々が豊かな里地里山の中で幸せを実感し、そして穏やかに暮らせる、そんな南部町であり続ける

ために、その実現に向けた施策をより一層推進してまいりたいと考えています。

最後に、どのような事業を地域経済活性化の目玉として位置づけるのかについてお答えいたし

ます。新年度は、継続して行ってきた起業支援、空き家対策、職業紹介事業など雇用の場を確保

する取り組みに加え、新しい取り組みとして住宅開発促進事業を盛り込んでいます。宅地開設促

進事業は、新たな宅地開発を行う民間事業者等に対して補助金を交付するものです。また、人気

の高い企業促進奨励金など商工会の組織強化や若者起業家を応援する取り組みも継続してまいり

ます。農林業については、農業所得を向上させるための施策として、中山間地等直接支払い制度

の第５期対策が始まります。農地や集落の維持のためにも、全ての対象集落が継続できることを

期待しています。これまで行ってきた集落営農の推進に加え、新たに就農しやすい環境整備のた

めの支援制度に取り組み、産地の維持につなげてまいります。また、特産品としてエゴマ油の生

産拡大に取り組む組織も支援し、農産物の高付加価値化のため、めぐみの里に導入したフリーズ

ドライ設備を利用した商品開発にも期待してるところでございます。山の資源に目を向けますと、

森林環境譲与税の有効活用により間伐促進を図るとともに、株式会社鳥取ＣＬＴによる直交集成

材の利用促進に期待しています。南部町の針葉樹を利用し、広葉樹を活用する、そして竹を使う

ことで森林の荒廃防止と森林資源の地域内循環の糸口を見つけたいと思います。加えて、複合施

設整備工事では、受注者に対して地元企業への優先発注を依頼することや、完成後の地域経済の

活性化と人口減少を抑制する施策の一つとして大きな効果を期待しています。以上、施政方針の

内容から重ねて述べさせていただきました。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） それでは、景山議員の御質問に答えてまいります。

来年度から小学校で必須となるプログラミング教育の目的や内容等についての御質問をいただ

きました。プログラミング教育の目的の前に、プログラミング教育が小学校で導入される背景に
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ついて若干説明をさせていただきます。コンピューターによる電子制御プログラムは、家電や自

動車を初め身近な製品の多くに組み込まれており、人々の生活を便利で豊かなものにしています。

コンピューターなどの情報機器やサービス、そしてそれによってもたらされる情報を適切に選択、

活用して問題を解決していくことが必要不可欠な社会が到来しています。したがって、コンピュ

ーターを理解し、上手に活用していく力を身につけることは、これからの社会を生きていく子供

たちにとって、将来どのような職業につくとしても極めて重要なこととなっています。こうした

ことから、小学校においてもプログラミング教育が導入されることとなりました。

さて、小学校でのプログラミング教育には３つの狙いがあります。１つ目は、コンピューター

が活用されていることや問題の解決には必要な手順があることに気づくという知識や技能に関す

る狙い。２つ目は、自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせ

が必要であり、組み合わせをどのように改善していけばよいのかといったことを論理的に考えて

いく力の思考力や判断力、表現力に関する狙い。３つ目は、コンピューターの働きをよりよい人

生や社会づくりに生かそうとする態度という、学びに向かう力や人間性等に関する狙いとなって

おります。ただ単にコンピューターを使うためとか情報機器の操作を学ぶのではなく、プログラ

ミング的思考を学ぶことが大きな目標となっています。そのような狙いを達成するための学習内

容ですが、小学校においては、児童がプログラミングを体験しながらコンピューターに意図した

処理を行わせるために必要な論理的思考力を身につけるための活動とされています。算数や理科、

総合的な学習の時間に限らず、さまざまな教科で実施することができます。具体的には、算数で

五角形をプログラムで作図をするとか、音楽でアプリケーションを使って音を組み合わせて音楽

をつくるなど、子供たちの興味、関心の高い学習内容があります。

最後に、子供たちや学校現場で現在想定される課題等についてでございます。このたびの国の

大型補正による校内高速ＬＡＮ整備と児童生徒１人１台のタブレット端末の整備というＧＩＧＡ

スクール構想を活用し、情報環境を充実させていきたいと考えますが、ソフトウエアのライセン

ス料やランニングコストなど長いスパンでの町負担は膨大なものであります。また、プログラミ

ング教育について、どの教科で何時間という枠組みも教科書もない中で、本町では情報教育担当

者会を開催したり、各学校でコンピューターを活用したプログラミング教育の研修を行ったりし

ましたが、来年度からの実施に向けて指導力の向上は大きな課題です。さらに、ネットやＳＮＳ

でのトラブル、手書きの機会の減少、集中力の低下、先生方の負担の増加も懸念されるところで

す。課題はあるものの、必要性については先ほど述べたとおりであることから、教職員研修やウ

エブ教材を活用しプログラミング教育を充実させ、コンピューターに使われるのではなく、論理
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的思考を身につけ、実体的に情報を活用し、これからの未来を切り開く人材育成に努めてまいり

ます。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君の再質問を許します。

景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） それぞれ御答弁ありがとうございました。通告書の順に再質問を

させていただきたいと思います。

教育長のほうから、プログラミング教育の一通りの概要について答弁をいただいたわけですけ

ども、やっぱり言葉の持つ、何というか、響きからして、すんなり入ってくることがなかなか私

たちにとって難しいという、この新たな教育課程、課題なんですけれども、先ほど御説明をいた

だいた、回答をいただいた中で、今日の情報化社会がどんどん進んでいること、そのために子供

たちにもそういった知識を勉強させなければならないという現状ということ、お話しになったわ

けですけども、将来的にどういった社会になって、そこでの求められる大人像ってどういうこと

なんだということで、プログラミング教育自体は小学校だけではなくって、中学校、高校、そし

てさらにはその上もずっと、言葉は違えど同じような形態で進んでいくと思うんですけれども、

どういった人間を育てるためにこの教育が導入されるんだっていうふうにお感じになってますか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。議員から御指摘のとおり、小学校で今回プログ

ラミング教育というのが入ってまいりますけども、従前より中学校では技術・家庭科において、

情報という教科が１単元ございました。それから高校には普通教科、情報ということで、普通科

高校でも情報を学び、専門高校等でも学ぶということで、まさに小学校段階から既に情報という

ことに向き合ってきております。

そんな中で、将来ということですが、私も将来、先がそれほど読めているわけではないんです

けども、まさにいろんなところでこれから約半数の職業がなくなるであるとか、これからさらに

今ない職業につくであるとか、まさに想像できない、我々がこんなことがあるんじゃないかって

いうことが想像がつかない社会がやってくる、もう目の前に来ている。そんな中で人間が経験値

がない中でどうやるのかっていうときに、一方で、コンピューターが持つビッグデータ、要する

に今までの知識の蓄積をデータとして持ってるとするならば、そこを人工知能、ＡＩ等を活用し

て、本当に人間じゃなければできない部分を人間が担う、ＡＩであったりコンピューターであっ

たり機械で担う部分はどんどん機械に任せていく。そういう取捨選択ができる人間というのがこ
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れから必要になってくるんではないのかな、何でもかんでも自分がやるではなくて、どう機械や

コンピューターを上手に使い、知的な活動の部分を人間が人間たるゆえんとして持っていくとい

うことではないかなというふうに思うところでございます。

回答になったかどうか、ちょっとわかりませんけども。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 以前の永江教育長のころから、教育委員会としてだと思いますが、

子供たちの生きる力を育むっていうことが言われてたんですけども、文科省が出してる、何かこ

れ印刷物か何かで、新しい学習指導要領、生きる力、学びの何とかというふうに書いてあります。

今の教育長の答弁を聞いてまして、あ、そうか、情報技術というものがこれからの子供の生きる

力の一つの大きな要素になっていくんだなということ、何となくちょっとだけ理解ができたよう

な気がします。

先ほどの壇上での御答弁のときに３つの目的をおっしゃいました。さて、来年度からこの教育

が始まるわけですけども、現状、この３つの力を教育委員会ではどういうふうに判断、評価をし

とられるものなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、安達嘉也君。

○教育次長（安達 嘉也君） 先ほど、プログラミング教育に関することで３つの大きな狙いがあ

ったというふうに思っております。２つ目にありました、自分が意図する一連の活動を実現する

ためにどのような動きの組み合わせが必要であり、そして組み合わせをどのように改善していけ

ばよいのかといったことを論理的に考えていく力、これがプログラミング的思考というふうに言

われていますが、まずはこの３つの力のうちプログラミング教育に対しては、論理的に考えると

いうような思考については、各学校としっかりと連携をとりながら、子供たちがこの力を身につ

けるためにはどのように学習を組んでいけばいいのかということを考えていきたいなというふう

に思っています。パソコンを使って取り組む授業が実にはなりますが、論理的な考える力、論理

的思考力を養う力は、決してパソコンだけではなくって、さまざまな教科、領域で取り組むこと

ができますので、そのあたりについてもしっかりと先生方と話し合って取り組んでいきたいなと

いうふうに考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 課題を解決するためにいろいろ論理的に考えていく、これは学校

だけでもない、日常的な生活の中でもいろいろ工夫をしたり身につけていくものだとは思うんで

すが。
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さて、学校でそういった論理的な思考経路を通ってある程度の解を導き出すなんていうのは、

随分昔になりますから私が小学生、中学生だったころ、そんなこと学習した、習った、勉強した

記憶っていうのは全くないので、勉強自体の雰囲気というか中身というか基本的な考え方ってい

うのは随分変わったんだな、これからも変わっていくんだなと思いますけども、教育長、僕らの

ころの教育と相当違いがありますでしょうかね。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。年齢を言うわけではございませんが、確かに教

育内容は随分変わってきたと思います。少し乱暴かもしれませんが、昔、やはり教科書を勉強す

る、教科書に書いてあることを聞いて覚える、黒板に書いてあることを写すというような時代が

もしそうであったとするならば、今の子供たちは本当に一つの正解、確かに基礎的な部分は当然

反復練習によって覚える部分もありますけど、今、議員が言われたように、一つの課題をどうや

って解決していけばいいのかというようなことを共同学習というのを南部町では取り入れてるん

ですけど、そういう何人かで問題解決をやっていくような、そのプロセスの中で、先ほどありま

したプログラミング的思考っていうのは、簡単に言えば、例えば温度が１８度になったらエアコ

ンが自動的に入ったり切れたりしますよね、例えばね。そういうものがどういうロジックで行わ

れているかっていうのを学んでいくことによって、例えばこういうパターンだったらこういく、

それだったらこう戻っていくというようなことをさまざまやっていく中で、どうやって課題を解

決していくのかというようなことも学習する機会もあります。それは別に小学校１年生から全部

やっていくわけではありませんけども、いろんなことを含めて、そういう今まで皆さんがイメー

ジしておられる座学といいますが、一方的に学校の先生が黒板に向かって書いて、聞くというこ

とだけではなく、今いろんな形の、確かに学習形態は広がっているところであるので、そういう

意味では見た目も違っていると思いますし、子供たちの学習内容から教科書も随分以前とは変わ

ってきていると思います。今年度でしたか、教科書も展示いたしましたけども、随分そういう意

味では正解を導くプロセスを大事にしているという部分が昔とは違っているかなというふうには

思っているところでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 今のお答えを聞いてまして、勉強する子供さんは多分今の世代の

子供さん方ですからそれなりに変化も起こっていて、ついていくことはそんなに苦じゃないのか

もしれませんけれども、先生大変だなというふうにちょっと思いました。実際そうなのかどうな

のかっていうのよくわかりませんが。今回のプログラミング教育でも、プログラミングに造詣が

－５３－



深い方を各教育委員会単位で準備してくださいねというふうな、たしかお話になっている。

せんだっては文科省のほうから教育委員会のほうに、そんな準備、おたく可能ですかどうです

かというアンケートをどうもとられたようなんですが、その先生の準備のこと、そしてそのアン

ケートの内容だとか、どういうふうに回答されたのかということをお聞かせいただけますか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、安達嘉也君。

○教育次長（安達 嘉也君） 教育次長です。まず最初にアンケートの内容ですが、実なものです

と、例えばプログラミング教育について、どのように先生方のほうが理解をされているかという

ところ、それからパソコンとかを使って授業をすることができるかであるとか、そのような内容

について調査がございました。その中で、少なくとも南部町のほうでは、各小学校でこのプログ

ラミング教育の研修は最低１回は行っています。そして、実際にプログラミング教育が導入され

る背景とともに教材の体験、そして模擬授業を行っておりますので、そういうところでは、どの

小学校の教員、本町の小学校の教員は研修を１回は最低受けている、そして次年度からのプログ

ラミング教育に対してのイメージというものであるとか、授業の仕方については現段階では研修

を受けて理解している、そのように把握をしております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） それじゃあ足りんというつもりはありませんけれども、一般的に

考えるとプログラミングそのものを教えるわけではないので、習熟度はそんなに高くなくてもい

いかもしれませんけど、やっぱり教えられる側と教える側っていうと、教える側って相当高い理

解だとか知識が必要になりますが、１回とか２回の研修で大丈夫なもんなんですかね。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、安達嘉也君。

○教育次長（安達 嘉也君） 教育次長です。プログラミング教育という言葉が出ていますが、各

教科の中で、その学習を深めるためにパソコン等使ってプログラミング教育を行っていくという

ところです。それで、これから授業を実践していって情報教育担当者会とかを中心に先生方で成

果と課題を出し合いながら、毎年よりよいものにしていきたいというふうに思っていますが、基

本的には、例えば三角形とか四角形だとか算数の授業で作図をするのにパソコンを用いていくと

かっていうようなことは、これはどの教員も、小学校の教員ですが、できるというふうに理解を

しております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 多分それくらいといったら言い方が悪いかもしれませんけど、皆

さんおできになろうと思いますが、そういったことを授業の中に織りまぜていくといった教え方
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の変化といったようなことを１回、２回でいいのかなという思いがあって聞いたのですが、そこ

ら辺は、教育長、いかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。先ほどから次長のほうが答弁しておりますけど

も、確かにプログラミング教育という言葉が突然入ってたきたようなイメージが多分皆さんの中

におありかもしれませんが、以前から情報教育という部分では、情報活用能力の育成という部分

では平成１８年ぐらいから教育現場では取り組んでおります。南部町においても、平成２６年ぐ

らいに各学校の情報教育についてのカリキュラムもつくっております。その部分が全くイコール

ではありませんけども当然、プログラミングという部分について今までやってきた情報教育の中

でやってきたこと、それから例えば先ほど答弁でも壇上でも申し上げましたが、まさに領域も時

間も教科も指定はされていないと、それぞれがそれぞれの教科の中でさっきあった３つの目的を

達成するっていう指導要領の改訂なわけですので、そのあたりでいくと、全く新しいものが降っ

て湧いたということではなくて、今まで情報教育の中でやってきたものをプログラミング教育と

いう形に少し名前を変えた部分もあると思います。全てではないと思います。そういうことから

すると、先生方にとっては全く全部を一から始めて、全部の教科で新しく何時間かずつプログラ

ミング教育をやるんですっていうことではないというふうに思っていますので、その辺では確か

に議員御指摘のとおり十分ではないという部分もあります。県のほうでも教育センター等を通じ

て、それこそホームページ上に授業の様子の動画を入れたり、そういう形で、研修は限られた期

間になりますので、先生方のそういうネットを通じての研修の機会も設ける中で、それぞれ小学

校３校で協力をしていただいて連携をしていただいて、町の教育委員会のほうも一緒になって、

多少手探りのところは当然ございます。全てが出そろっているわけではありませんけども、そう

いう形で進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 授業の様子、内容が変わるのと同じく、先生も子供さんと一緒に

勉強しながら授業を進めていく、つくっていくといったような、何となくそんなイメージが湧い

ております。このプログラミング教育ですけれども、これ教育系のほうからではないのかもしれ

ないんですけども、そういったもののウエートがじわじわと上がっていくんであれば、民間のそ

ういった情報処理系の方、プログラミング系の方と学校現場、今までも社会人の方に来ていただ

いて勉強を教えてもらうといったような授業もあってますので、そういうのをもっと進めていっ

たらどうかなといったような意見も出ておりますが、そういう情報技術系の方がたくさんおられ
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てスキルもむちゃくちゃ高いような都会と、どっちかっていうと相対的に数が少なくって、やっ

とられることについてもちょっと少し低目かなというような田舎っていうのは、やっぱり仕事の

そういった面が、教育で子供たちが受けられる教育の格しに多少つながってくるんではないかな

という危惧も言われてるんですけども、それは、そういった方に教育現場に参画してもらうかど

うなのかということからスタートして、いやそうじゃないという話にもなるかもしれませんが、

そこらあたりは、教育長、どうお考えになられますか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 確かに、このＩＴ関連と申しますか、こういう情報部分については非

常に高度なスキルを一方で要する分野でございます。いろんな言語がある中で、Ｒｕｂｙを開発

したのは島根県のほうで、今Ｒｕｂｙというような言語も出ています。まさにそういう部分で、

中央、東京一極集中ではなくて、そういう部分では逆に地方からの発信ということもあると思い

ます。決して鳥取という地がそういうことに対して全てマイナス要因に働くとは思っておりませ

んので、その部分ではしっかり活用もしたい。ただ、あくまでも教育課程の中ですので、当然学

校の教職員というところが担当してまいりますが、例えば中学生ぐらいの段階とか小学校の高学

年の段階で、例えばこういうＩＴを使ったことがどんなことができるのかっていうようなことを

見せることは、逆に教員よりもそういうスペシャリストの方をお招きしたほうが子供たちもよく

わかるかもしれない。そういう部分については考えていくべきところだろうというふうに思いま

すが、あくまで指導としては教員が当たるというのは第一義であるということは思ってるところ

でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 本当に子供たちの将来的な生きる力ということがとっても印象に

残るわけですけども、最新版の中小企業白書の中に、アメリカと日本の比較というものが出てお

りました。日本がほとんどデジタル系の投資を伸ばさない間に、アメリカっていうのは約２こに

ふやしたと。ＧＤＰが日本はほとんど伸びなかったと、ところがアメリカは⒉８こぐらいまで伸

びたと。それ証明はされてないですけども、そういった情報投資と経済的な発展っていうのはど

うも相関関係がありそうだということで、多分いろんな局面で国のほうもこれは考えておられる

んではないかなというふうに思ってます。そういった中で、どんどんどんどんデジタル系のウエ

ートが大きくなるような社会で、本当に生きる力を育んで、活躍してもらえるような人材に南部

町から巣立っていっていただきたいという思いから、積極的に、できればよそよりもちょっと進

んだような取り組みまで、できればですが、考えていただければうれしいかなというふうに思い
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ますので、よろしくお願いをいたします。

では次に、パンデミック対策について再質問をさせていただきます。基本的な行動計画ってい

うのは以前のインフルエンザのときに既に町として準備をされていると。ただ、伝染病はどんな

種類の伝染病がどういった格好でやってくるのかがわからないということで、当面、国や県から

どういった体制をとってほしいといったようなことが南部町のほうに来ておりますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。町長の職務というか、これまで病院にもおりましたので申し

上げますと、先ほどアメリカのスペイン風邪の話をしました。人間の歴史はこのウイルスとの闘

いをずっと続けてますので、常に新型、新型ということが必ず起きてきます。その中で、ある種

のものはこういう世界的な流行でパンデミックに陥る、非常に大変なときにはたくさんの方が亡

くなる。その多くの原因は医療崩壊、武漢なんかでもきっとそうだったんだろうと思います。医

療崩壊が起きますと、もう助ける人がいなくなりますんで、町を閉鎖してしまえば助ける人がい

ないという非常に悲惨なことが起きるということの繰り返しですので、これは危機管理として国

を挙げて、今回コロナウイルスですけども、私が申し上げましたように新型ウイルス対策として、

新型インフルエンザ対策として、一定のえたいの知れないウイルスが入ってきたときの対応策、

その方針というのは決められてます。ただ、柔軟にというぐあいに先ほど言いましたように、相

手の形がわからないわけでして、まずはピーク時を抑えてできるだけ後ろに持ってくる、後ろに

持ってくることによって相手、敵の姿は少しずつわかってくる、それから対応できる薬の姿がわ

かったところで抑え込んでしまうという、極めてシンプルというか、それしか方法がないという

ことが基本となっているものでございます。平成２７年だったというぐあいに申し上げたと思い

ますけども、そのときから対策というのは基本的な流れというものはつくり上げてるとこでござ

います。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 平成２７年に基本的な対策をつくられて、実際はまだ南部町では、

近隣といいますか周辺の県、自治体でわずかながら発生が確認された程度ですので、まだ発生期

にも至ってはいない状態です。中国での発生から、そのほかの地域での発生というふうに、時間

的な余裕というか、メリット、そういったものを受けることができてる状態だというふうに思い

ます。ただ、今回のコロナウイルスによる肺炎というのは、全てが全て解明されてはいないとは

思いますが、今までの状況を見られた範囲で、これから対策を打つための、今回の伝染病の悪性

度とか、伝染の仕方、そういったものを見きわめた上での対策というふうになると思いますけれ
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ども、そこら辺の悪性度ですとか、伝染の仕方、そういうものをどう判断をなさっていますでし

ょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、田中光弘君。

○防災監（田中 光弘君） 防災監でございます。景山議員からいただきました御質問に対してお

答えをいたします。

まず、今回のコロナウイルス等に対しての対応なんですけども、大きくは３つございます。こ

の対応につきまして、昨日、国の専門家会議のほうからの見解もありまして、この３つの条件が

重なったときに発生しやすいというものでございます。まず、その１つ目が、換気の悪い密閉空

間、これが１つ目です。２つ目につきましては、多くの人が密集する条件。そして３つ目が、近

距離での会話や発声があるところということで、昨今、被害が多い大阪でのライブハウスといっ

た密閉空間でのクラスターと呼ばれる感染が、一つのポイントとなっているものと思われます。

町としましては、やはり防護の基本というところで、そういった人が集まるところに行かない、

不要な外出は控える、また手洗い等、しっかりと基本的なところをやっていただくということで、

今後しっかりと徹底していきたいと考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 換気や、多くの人が集まる、ないしは近距離で、それこそ口角唾

を飛ばすような、そういった状態がなければ、一応大丈夫だろうといったような見解ということ

なんですが、やっぱり新型で、今までかかった経験がないので、本当にかかったら一体どんな症

状になるんだろうと。た亡者が何人という報道が連日されているわけなんですけれども、これ、

どういうふうに、例えばアメリカのインフルエンザ、ことし１万 ０００人亡くなってるとか、

それと比べて一体どうなんだろうとかっていうようなところでは、私たちをちょっと安心させて

いただきたいというか、少なくとも正確な情報を教えていただきたいと思うんですけれども、そ

こら辺いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、田中光弘君。

○防災監（田中 光弘君） 防災監でございます。まず、安心できる対策はしっかり講じたいと思

いますが、先日、政府のほうから示されました最大の感染者が発生した場合の状況ということで、

鳥取県内の状況について一覧表で出ておりまして、まず鳥取県では入院患者が最大 ９００人、

そして、その中で入院する方が １００人、そのうち重そになる方が４０人ということで公表を

されています。これは要するに、しっかりとした対策ができずに一気に感染が広がった場合の状

況でございますので、今の国からの見解では、ややとまっている状況もあるということからすれ
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ば、今の時期に確実なしっかりとした対応ができるように準備したいと考えております。以上で

す。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 確実とは言えなくても、何とか多くの方が亡くなるといったよう

なことまではいかずに済むんだろうなというふうに判断をされてるというふうに受け取らせてい

ただきました。

とはいえ、本当のとこはわかんないわけですが、備蓄品等々、マスクと消毒液のことを伺いま

した。先ほどから医療崩壊とか医療の体制ということで、ちょっと西伯病院のほうに伺ってみた

いと思います。町内の皆さんがお世話になるのは、西伯病院だけではなくて、町内にもほかの医

院がありますし、周辺の米子市を中心とした医療機関もございますが、町内の総合病院として、

例えば今出てますマスクとか防護服ですとか、いろんな医薬品系、そういったものの、感染が少

し大きくなった場合の対応の体制、そういったのはどういうふうに整備をされて、現状どうなっ

てるもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事業管理者、林原敏夫君。

○病院事業管理者（林原 敏夫君） 病院事業管理者でございます。今回のコロナ新肺炎につきま

しては、全て対応は保健所が窓口でございまして、西伯病院で今、当然治療の方法はありません

し、病院で治療することはできません。検査も同様でございます。

病院は一番最初にしたのは、まず、それと、ちょっと済みません、順番が逆でありますが、そ

の一方、この西部では医大が医療関係としては一番の窓口であるわけでありますが、西伯病院は

協力病院と位置づけられておりまして、医大のほうでどんどんどんどん、万が一ふえて、入院と

ってくれというような事態になったときは、以前にインフルエンザ等で感染が心配されたときの

対応といたしまして、７病室はそういった感染症の方を受け入れる設備はできております。そし

て、その設備を使うに当たっては、当然、今、議員おっしゃったように、いわゆる防護服、そう

いった防護服、そして消毒、そういったものはきちんと今整備されております。

話は前後いたしますが、病院のほうで、病院はたくさんの入院患者さんがおられます。そうい

った中で絶対、菌が入ったらだめなんで、まずやったのは、発たをされた方がやっぱり外来で来

られるわけですけど、発たのある方は絶対に一般の外来の方とはスペースを分けまして、急患対

応ということです。普通の風邪は当然、今までも処置していますのでやりますが、疑わしい場合

は保健所のほうに相談して、保健所のほうから病院を紹介してもらうと、そういうシステムにな

っております。そして、いわゆる病室への出入りは医師と看護師だけに限るということで、見舞
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いにつきましても、一切、全面禁止ということにしておりまして、そうはいっても入院されてる

方の着がえとかそういったことが毎日出るわけですので、患者の方の御家族のお持ちになった荷

物、そして患者の方の着がえ等の出し、それは全て病院の職員が１階のフロアで仲介すると。で

すから、荷物持ってこられた方は、１階で職員が受け取って、病室から職員がとりに来るという

システムをとっております。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） じゃあ、済みません、またこっちです。発たとか異常を感じた場

合は、保健所のほうに連絡をして指示を受けてください、これって皆さんに周知徹底が既にされ

ているもんでしょうか。あんまり不案内なのは私だけの問題なんでしょうか、どうですかね。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、田中光弘君。

○防災監（田中 光弘君） 防災監でございます。先ほどの御質問ですが、まず、新型コロナウイ

ルスの疑い、自分の健康状態がおかしいなと思われた場合は、発た・帰国者外来センターのほう

に相談に行くんですけども、その広報は、町のほうからはホームページ、あるいは、あと防災無

線、そういった広報をしておりますけども、引き続き継続して、住民の皆さんにわかるように今

後とも広報していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 私が防災無線聞き落としたのかもしれませんというか、多分聞き

逃したんだと思います。まだ発生していないので大変幸運なことなわけですが、嫌というほど言

ってやってください。そうしないとわからない、わからずに西伯病院に、何かこほんこほん言い

ながら、マスクもせずに診察してくださいって行ったと。それで、あっ、景山が感染源だみたい

になるとお互いに不幸になるので、そこんところは、もういいけんというぐらい広報、周知を徹

底をしていただきたいなというふうに思います。

病院のほうも、もちろん新型ですので治療薬がないということもありますが、それでも医療機

関というのはやっぱり地域の住民の生命や健康を守るために最前線で闘っていただきたいわけで

すので、もう一度伺いますけれども、新型で治療方法も定かではない状態で最善を尽くすという

ことになってくると、病院としてどういった心構えというか、体制、準備をして臨まれます、そ

ういった気持ちを持っていらっしゃるでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事業管理者、林原敏夫君。

○病院事業管理者（林原 敏夫君） 先ほど協力病院と申し上げましたけど、今ちょっと言おうと

したかもしれませんが、今申し上げたように、医大のほうで、重そな患者出た場合は対応されま
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す。そうした場合、医大も能力限界ありますから、幾らかある協力病院、当院もその一つであり

ますが、当院に診察及び検体の、要するに粘膜ですね、とったりする作業を依頼されるケースが

出てくる可能性はあります。治療じゃありません。要するに診て検査のための検体取りですね。

それは当然、当院は感染対策室といって、いわゆる菌が外に出ないようにする部屋がありますの

で、そのスペースを使うようにドクターと今相談しておりますが、入り口も一般の方が通らない

入り口からそこに入ってもらって、そこで対応する医師、看護師等は、先ほど申し上げた完全防

護服で防護して、菌が入らないように対処する、そういったシミュレーションをしております。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 治療法がないのでということではあるんですけれども、たを下げ

るだとか痛みを取る、そういったことで、もし私たちがかかってしまえば、やっぱり頼るところ

はもうお医者さん、病院、医院しかありませんので、うそでもと言ったら本当よくないですけれ

ども、できる限りのことをしていただきたいですし、そのつもりで準備を万端に整えていただき

たいというふうに思います。

自然災害との違いということでお答えはいただきましたんですけども、普通の災害のとき、例

えば岩美町ですとか尾道ですとか、四国のお酒がおいしい町とか、ああいったところと協定を結

んでいると思いますが、多分パンデミックになった場合には、どこもよそを助ける余力とか余裕

っていうものがなくなってくるんではないかなと思うんですが、以前、いろんな備蓄品の問題で、

これ自然災害と備蓄内容ももちろん違うんですけれども、周辺の町村ですとか協定を結んでると

ころとかとの勘案をして考えれば、この程度で十分ですよといったような備蓄数量とか、そうい

う考え方が示されましたけれども、ちょっとこの伝染病、パンデミックについては考え方を変え

てかからんといけんのではないかなというふうに思うんですが、そこら辺いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、田中光弘君。

○防災監（田中 光弘君） 防災監でございます。景山議員のおっしゃるとおり、自然災害におき

ましては、現在、鳥取県で各市町村が連携をしまして連携備蓄というものをやっております。こ

れは一般的にいう地震や風水害等に対しての対応ですが、一方、危機管理に対する今回のような

感染症に関連する備蓄というのは、それぞれの各町村に任されています。ただ、当南部町におき

ましては、以前からの計画によりまして、先見の明があるなと思われるぐらいの備蓄がございま

した。これはローリングといいますか、更新しながら備蓄をしていた状況が、今まさに活用でき

る状況になっております。このように、今後も感染症対策に関する、備蓄も含めて、計画も今後、

やはり見直しながら考えていく必要があると考えております。以上でございます。

－６１－



○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） とはいうものの、際限ない物量を準備するわけにも当然いきませ

んので、そこら辺でベストだと思えるような数量というのも、また見直しをぜひ図っていただき

たいと思います。パンデミックといったようなことになれば本当に、自然災害ですと発生した箇

所から逃げて避難することができるわけですけれども、病気の蔓延といったようなことになると

もう安全地帯がない、これは町内でも国内でも、世界中で避難する先がないといったような状況

が生まれるということで、そういったことがもちろん起きないようにすべきですが、安全性の原

則からいえば、最悪のことを考えながらいろんなことを対処をしていただきたいなというふうに

思っております。ですから、多少やり過ぎじゃないかといったような声も出るわけですけれども、

それがみんな取り越し苦労で終わるのがベストな結果だというふうに考えますので、よろしくお

願いをいたします。

それでは、最後に、地域経済活性化策でございます。

地域の経済の活性化ということで、町長からの御答弁は、地域社会の活性化的なお答えではな

かったかなということで、少し経済だけということで再質問をさせていただきたいと思いますけ

れども、私が考えますのに、経済、中でも事業活動の活性化、拡大ということで言いますと、既

存の事業の拡大、そして、お答えにもありました新規創業、それと企業誘致、この３つっていう

のが大きな柱になってくると思いますが、新規創業についての支援策については割と明確にお答

えをいただいたなという気がしておりますが、既存の事業所の活動、ないしは企業誘致、これに

ついて再度答弁を求めたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。企業誘致に対して手を緩める気はありません。しか

し、先週、ちょうど、そうですね、学校の休校を決めた日に、鳥取県内の首長等を集めて、藻谷

浩介さんの講演会が三朝町でありました。その中で、皆さんは、昭和、平成の頭で住民の皆さん

から企業誘致を求められ、それをあくせくとまだやってる、そういう人たちじゃありませんよね

という、あの方特有のお話を伺ったところです。いわゆる日本の今の企業の中で、企業誘致に働

いて成果が上げられる自治体が本当にあるのかという問いかけでございました。実質的な数字を

上げながら、今本当に向かうべきところはそうではなくて、昭和、平成から脱却し、令和の今の

時代、南部町であれば、こういう地域の自然や環境を生かした地域づくりに、今方向を転換する

べきだという御講演の内容でした。ついでに言わせていただければ、その後、慰労会と懇親会を

したんですけども、ビールのスーパードライを飲まれませんでした。スーパードライが並んでい
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て、私はこれは飲みませんと。地酒か、このあたりで麦をつくっているサントリーを出せと。サ

ントリーじゃなかったですね、キリンですか。非常に、言ってみればこだわりの方です。言われ

ようとしたのは、地産の地域の中の産業をどうやって回すのかということにもっと苦心をせとい

うことだろうと思っています。全てをそうだと受け入れるわけにはなりませんけれども、確かに

地域の産業をどうやって維持し、さらに発展し、お金が地域の中で循環する仕掛けをつくってい

くのかということがやはり根底なんだろうなと、改めて思ったところでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 企業誘致万能というつもりもございませんけれども、地方制度調

査会でも、やっぱり企業はもう少し、地方あっての日本であり企業であるという考え方から、地

域の活力維持とか継続性、そういったものに積極的に関与していこうという議論もどうも進んで

いるようです。それは田舎なくなっちゃったら、もういろんな意味で企業活動にも大きな制約を

受けることになりますので、そういう面では、やっぱり新しい働きの場とか活動の場として企業

誘致のほうもぜひ、両面作戦、ないしはもう全面作戦で取り組んでいただきたいなというふうに

思います。

人口減少を前提とするといったことになりますと、将来的にコンパクトシティーという、私は

あんまり好きではないというか、嫌なことを選択せざるを得ないという状況も考えられるわけで

すけれども、これについて、町長、どういうふうにお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。私はここでも何回か申し上げたと思いますけど、７つの地域

振興協議会がございまして、今それを中心にしながら地方創生を重ねて、何カ所かの小さな拠点

を整理したところでございます。今後、これを中心にしながら地域が活動をしていくということ

になると思っています。あと、心配しますのは交通網でして、これについても、この４月から試

験を、いろいろなトライアルをしながら、どれが南部町に合って、そして地域の住民の皆様に利

用していただいて、または協力いただけるのかということが課題になるだろうと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 私、この間、若い方と話をしてまして、昔は法勝寺に商店街があ

っただでと言うと、ええっという反応が返ってきました。２０４５年問題のこれから２５年ぐら

い先、二十四、五年先には、南部町にも米子までバスが走っとっただでとか、阿賀に丸合ってい

うスーパーがあっただでって言ったら、子供たちがええって言うような、そういった世界が来か

ねない。人口減を放置するっていうことは、それだけ多分恐ろしいことだろうというふうに思い
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ます。経済だけを発展させるとか、経済だけを振興させるという意味ではなくて、町の維持存続

のためには、やっぱり経済っていうことは人がいる必要条件でもあります。その必要条件を確保

するっていう面から避けて通れない問題だというふうに思いますので、より積極的な取り組みを

お願いしまして、時間が来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、９番、景山浩君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここでお願いします。東日本大震災が発生したのが２時４６分です。黙

祷したいというふうに思いますので、この議場でおってくださいませんか。

休憩をとりますので、よろしくお願いします。再開は３時１５分にします。

午後２時４５分休憩

午後３時１５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

続いて、７番、仲田司朗君の質問を許します。

７番、仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ７番、仲田司朗でございます。議長のお許しを得ましたので、通

告どおり３点について質問させていただきます。

まず１つは、昨年に引き続きまして、地域防災についてであります。

今回も河川についてお伺いします。全国的に、近年の記録的な豪雨により河川の増水による災

害が頻繁に発生している状況を鑑み、町内を流れている国直轄区間である法勝寺川、県が管理し

ている河川について、計画的に河川整備をして、災害のない安心・安全なまちづくりを求められ

ているところでございます。

昨年の質問のときに、土砂を捨てる場所がないのでなかなか対応しにくいという町長の回答を

得ました。せめて雑木等を伐採していただきたいということで、関係方面にいろいろお願いをし

ていきました。そして何とか、地元でございますけれども、内水面の被害があるところの箇所で

あります境地内の河川を伐採をしていただいたわけでございます。そのときには、関係機関の皆

さん方に大変御協力いただきまして、心よりお礼を申し上げたいと思います。

そこで、伐採後の風景を見させていただいたときに感じたのは、一つは、きれいになったとい

うことと同時に、ああ、こんなに土砂が堆積したのかという驚きと、その２つでございました。

そこで、ここで質問させていただきますのは、町内を流れてる河川の今後の整備計画についてど

－６４－



うでしょうかということでお伺いするものでございます。国土交通省管理分の法勝寺川、これは

戸構から境までの下流域でございます。それから、鳥取県管理分の法勝寺川、これは戸構から上

流区間でございます。それから、東長田川、絹屋川、北方川、小松谷川についてでございます。

また、鳥取県管理分の砂防指定河川などで整備をどのようにしようとしておられるのかという

ことについても、また現在行われている状況、そして今後の整備状況について、どのようにされ

ているのでしょうか、お伺いするものでございます。特に河川の合流点に土砂の堆積や雑木が繁

茂していることが、除去する必要はないのでしょうか、お伺いするものでございます。

それから、行政要望で小松谷川のお話を、同僚の三鴨議員のほうからも指摘がございました。

環境省レッドリストの絶滅危惧種が生息してるというようなことがございまして、なかなか河川

整備ができませんが、その上流部分について河川整備が、現在はなかなかしておられないんです

が、今後、それをどのようにされようとしてるのかということについてお伺いするものでござい

ます。

２番目は、レジ袋有料化についてでございます。

昨年１２月２７日に容器包装リサイクル法の関係省令が改正されたために、本年７月よりスー

パーやコンビニなどの小売店で使われるプラスチック製の買い物袋、いわゆるレジ袋の有料化が

全国レベルでスタートします。マイクロプラスチックと呼ばれる大きさ５ミリ以下のものが、世

界の海の表面に５兆個も漂っていると言われており、深刻な海洋汚染が世界中に報告されている

ところでございます。このマイクロプラスチックをがべた魚や動物を人ががべることによって、

人体への健康被害にもつながると言われています。そこで日本も脱プラスチックの流れに乗り、

年間４５０２枚も配布されているレジ袋の有料化を義務づけることになったと言われております。

そこでお伺いするものでございます。レジ袋有料化によるメリットは、土壌汚染や海洋汚染の

抑制、石油消費量の削減、レジ袋の焼却時のＣＯ２ の抑制、エコ意識の向上が上げられておりま

す。当町は環境省指定の里地里山に指定されてる町であり、どう対応しようとしているのかお伺

いするものでございます。

この際、プラスチック製のレジ袋を使用しない、あるいは、かわりに海洋で分解されるプラス

チックを１００％使用した袋とか、バイオマスプラスチックを２５％以上配合した袋に変更して

もらうよう企業に依頼したり、町民の皆様にはマイバッグを持参する運動に取り組む体制がある

のではないかというものであります。

この２点についてお伺いするものでございます。

３番目は、交通問題についてであります。
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長年の懸案でありました県道境車尾線の境地内に、平成２９年１２月１６日に境バイパスが開

通しました。交通の２滑化と歩行者の安全確保を目的に、延長１キロを２車線で歩道もでき、交

通機能と歩行者の安全性が高まることになりました。地元議員として、大変お礼を申し上げたい

と思っとるところでございます。しかし、道路整備ができれば交通量が多くなり、おのずと車の

スピードが増し、子供たちの通学、通園の道路横断に支障を来しているのであります。

開通式には、保護者から横断歩道の要望、行政要望にも盛り込んで、一日も早く横断歩道の設

置依頼をしているところでございますが、一向に整備されていないのが今の状況だと思いますが、

何か問題があるのでしょうか。横断歩道等は県公安委員会の問題だと思いますが、どのような手

続で行われているのかお伺いするものでございます。そして、今後の見通しについてはどうなの

かお伺いするものでございます。

以上、３点について、壇上からの質問とさせていただきます。よろしくお願いします。（「議

長、ちょっと休憩を」と呼ぶ者あり）

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午後３時２３分休憩

午後３時２３分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、仲田議員の御質問にお答えしてまいります。

まず、地域防災についての御質問を頂戴いたしました。

町内を流れる河川の整備区間と年次計画についての御質問にお答えいたします。初めに、国土

交通省管理分、法勝寺川につきましては、平成２８年３月策定の日野川水系河川整備計画により、

おおむね３０年程度で実施する河川改修の具体内容が位置づけられております。法勝寺川につき

ましては、築堤による整備と上流部の河道掘削を行い、洪水に対する浸水被害の防止を図るもの

とされています。鳥取県管理分につきましても、日野川水系の河川整備計画が平成２８年１月に

作成されています。こちらも同じく、おおむね３０年程度を整備計画の対象期間とし、小松谷川

における河川改修の具体内容が位置づけられています。国も県も、防災・減災、国土強靱化のた

めの３か年緊急対策により、浸水被害リスクの軽減を図るため、令和元年度から令和３年度の３

カ年で重点的に河川整備を進めているところでございます。町としましても、これを絶好の機会

と捉え、通常の要望に加えまして、河道掘削や伐開等の要望を行ってるところでございます。進
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められています計画の具体的な内容につきましては、後ほど建設課長よりお答えいたします。

次に、河川の合流点の土砂や雑木を除去する予定についてお答えいたします。河川の河床、河

道掘削、樹木伐採については、国も県も合流点に堆積してる土砂、樹木のみではなく、河川の流

下能力を妨げる箇所について、地元調整等を図りながら今後も実施する方針のようです。

次に、小松谷川で河川整備が行われない理由について、質問にお答えいたします。小松谷川に

ついては、最下流から整備を進める方針で、平成３０年度に法勝寺川との合流点上流、米子市青

木地内の第二青木橋付近の工事に着手されているようです。当面はこの第二青木橋から下安曇と

上安曇の境にかかっています桜木橋までの区間で工事を進める計画で、令和６年度が完了の予定

です。令和７年度以降にこの桜木橋から上流部の整備を順次進める予定で、計画区間の最上流に

なります朝鍋川との合流点、全区間での完了は令和２８年度の予定となっています。令和元年度

に予定されていました天萬地区の河道掘削につきましては、希少生物の調査が必要となり、令和

２年度に延伸して実施する予定と伺ってるところでございます。

次に、レジ袋有料化についての御質問についてお答えしてまいります。

まず、環境省指定の里地里山に指定されている町であり、どう対応しているのかについてお答

えします。御承知のとおり、本年７月１日より、全国一律でプラスチック製買い物袋の有料化が

始まります。これは海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの解決に向けた取り組みで、マ

イバッグの持参など、私たちのライフスタイルの変革を促すことが目的です。プラスチックは手

軽で耐久性に富み、安価に生産できるため、製品そのものだけではなく、ビニールや発泡スチロ

ールなどの包装やこん包、緩衝材などにも幅広く使われておりますが、その手軽さから多くは使

い捨てされ、きちんと処理されず環境中に流出し、そのほとんどが海に行き着き、既に海の生態

系に大きな影響を与えています。本町は、町全体が環境省の生物多様性保全上重要な里地里山に

指定されており、子供たちに豊かな自然を受け継いでいかなければなりません。施政方針で申し

ましたとおり、本町は２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言を行い、南部町温暖化防止実行計

画の見直しをしてまいります。その中で、地球温暖化のために町民の皆様に御協力いただけると

ころを示してまいりたいと考えています。

次に、海洋で分解されるプラスチックを１００％使用した袋、またはバイオマスプラスチック

を２５％以上配合した袋に変更してもらうよう依頼したり、町民の皆様にマイバッグを持参する

運動に取り組む体制はできないかとの御質問にお答えいたします。日本は、１人当たりの容器包

装プラスチックごみの発生量は世界第２位であり、大きな責任を果たさなければならない、そん

な立場にございます。ごみの問題を解決するためには、１、リフューズ、これは要らないものは
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断り、ごみを発生させないということだそうです。２、リデュース、ごみにならないよう区分し

て減らす。そして３番目、リユース、繰り返し使う。４、リサイクル、もう一度資源として使う

であると言われており、リフューズ、つまり買い物をするときはマイバッグを持参し、レジ袋を

断ることが重要です。今回のレジ袋有料化によりマイバッグの持参を今まで以上に推進し、地球

環境に対する意識を高めることが大切であると考えています。町民の皆様には、今後、マイバッ

グの推進を、さまざまな場面においてより一層環境に配慮した取り組みを実践していただけるよ

う周知、啓発を行ってまいりますので、御理解と御協力いただけますよう、お願いをいたします。

海洋で分解されるプラスチック１００％使用した袋やバイオマスプラスチックを２５％以上配

合した袋に変更してもらうよう依頼してはどうかについてですが、２つの袋は省令に基づく有料

化の対象外となるレジ袋で、環境に優しいものではありますが、本町としましては、先ほど申し

上げましたリフューズ、要らないものは断り、ごみを発生させないの観点からマイバッグを推奨

してまいりたいと考えています。

交通問題についてお答えしてまいります。

まず、横断歩道が整備されないことについて、何が問題であるのか、問いにお答えいたします。

議員がおっしゃるのは、境地内の明枝橋付近の横断歩道設置の要望と思いますが、公安委員会

へ尋ねましたところ横断歩道設置は非市街地においては横断歩道と横断歩道の距離がおおむね２

００メーター以上必要であるということが設置要件であるとのことでございます。そして、もう

１点、境集落側には歩道が設置されていますが、河川側には路側帯のみしかなく、十分な待機場

所の安全性の確保はできないということが整備されない原因となっているとのことでございまし

た。

次に、県公安委員会の問題だと思うが、どのような手続で行っているのかについてお答えいた

します。信号機や横断歩道、規制の伴う道路標識などは公安委員会で設置及び維持、管理を行っ

ていますので、町としましては、集落から出された行政要望で横断歩道の設置要望のあった場合

につきましては、公安委員会に要望書を提出しております。

次に、今後の見通しはどうかについてお答えいたします。平成３０年２月の回答では、今後の

交通状況等を見ながら設置について検討しますとありますが、現状の環境では横断歩道設置への

見通しは厳しいと考えております。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 担当課長のほうから追加答弁をさせますので、よろしくお願いいたしま

す。
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建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。１点目の御質問の河川の整備区間と年次計

画につきましてお答えいたします。

まず、国管理の法勝寺川でございますが、令和元年６月に米子市青木地区の河川改修が完了し

ております。また、令和元年度には境地内の樹木伐採、倭地内の堤防強化等が実施されています。

国交省の資料によりますと倭地内というぐあいになっておりますけども、場所的にはいずみ集落

の地内になります。

次に、県管理の河川についてお答えいたします。まず、法勝寺川につきましては、東長田川合

流点から上流は鳥取県が管理する区間になっております。令和元年度は鴨部地内で河道掘削が行

われました。令和２年度には賀祥地内での樹木伐開が予定されております。

続きまして、東長田川につきましては、江原集落内で、県道西伯根雨線中工区の道路改良計画

とあわせまして、河川法線を含めた河川改修計画が平成２９年度から進められております。令和

２年度に下流部から工事着工し、令和６年度の完了予定となっております。河道掘削につきまし

ては、令和元年度に落合地内と今長地内で実施されております。令和２年度は落合から福頼の間

で、令和３年度は福頼地内での計画がなされてるようでございます。

続きまして、鴨部川ですけども、令和元年度に鴨部地内で河道掘削が行われております。続い

て、山田谷川では、令和元年度に馬場地内で河道掘削が行われました。令和２年度は徳長地内、

令和３年度は道河内地内で計画されているようでございます。

続いて、絹屋川の河川改修ですけども、原地内の大国橋から木野家橋の区間につきまして、平

成２３年度から事業が行われております。工事着手は令和元年度で、町道原奥絹屋線の道路改良

計画とあわせて進められてるところでございます。完了が令和６年度の予定となっております。

河道掘削につきましては、令和２年度に原から絹屋の間で計画されております。

続いて、北方川につきましては、緊急性を勘案し、現時点での整備予定はないとのことになっ

ておりますけども、河道の樹木等の伐開につきましては、令和２年度に猪小路地内で計画されて

るようでございます。

続いて、朝鍋川ですけども、市山から朝金の区間で平成２５年度から改修計画が進められ、工

事は着手済みでございます。完了は令和５年度の予定となっております。令和２年度に市山地内

で河道樹木等の伐開が計画されております。

小松谷川につきましては、町長からお答えしましたとおりでございます。

次に、鳥取県が実施します砂防指定河川の整備計画についてお答えいたします。
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武信地内の通常砂防事業は、平成２６年度に事業着手、工事着工しておりまして、令和２年度

の完了予定です。

続きまして、絹屋地内の奥絹屋二通常砂防事業は、平成２５年度に事業着手、完了予定は令和

４年度以降となっております。同じく奥絹屋四通常砂防事業は、平成２１年度に事業着手、工事

着工をしておりまして、令和２年度の完了予定となっております。

続いて、阿賀地内の宮ノ谷川通常砂防事業は、平成２２年度から事業着手、完了予定は令和３

年度以降となっております。

続いて、馬佐良地内の大倉山川通常砂防事業ですけども、平成２６年度から事業着手、完了予

定は令和３年度以降となっております。

続いて、下中谷地内、これは集落でいうと入蔵になりますけども、岡の谷山通常砂防事業です

が、平成３０年度から事業着手、完了予定は令和５年度以降となっております。

続きますけども、阿賀地内の大谷川小規模砂防事業は、平成２４年度から事業着手、工事着工

はしておりまして、令和２年度に完了予定となっております。

続きまして、八金地内の八金川小規模砂防事業ですけども、平成２２年度から事業着手、工事

着工はしておりまして、完了予定は令和３年度以降となっております。

以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田議員の再質問を許します。

仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） どうもありがとうございました。

特に河川につきましては、砂防指定河川も含め、結構な区間、あるいは期間もかかるわけでご

ざいますけれども、これの様子の中で出てくる問題っていうのは、なかなか大雨が降ったときに

すぐに対応できない箇所がいっぱい出てくる可能性があるわけですね。そういうときに防災の中

で、特に地元の消防団の含めて、そこの辺での連絡体制というようなことについては、もうきち

っとそういう整備のことを消防団の方にも会って、そういう格好で、今後こういう格好でします

というようなことが連絡されているのでしょうか。その辺もお聞かせ願えたらと思うんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、田中光弘君。

○防災監（田中 光弘君） 防災監でございます。水防に関しての消防団の状況でございますが、

消防団におきましては、年に１度、日野川の河川事務所とともに、各河川で危険な場所等の確認

等もしております。また、連絡体制も各分団長を通じて速やかに連絡できる体制のほうはとって

おります。あわせまして、６月においては防災訓練等も消防団とともに訓練をしておりますので、
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水防に関しても相互連携できております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） どうもありがとうございました。

なぜ、このようなお話をさせていただいたかというのは、前の境地内の土砂を、樹木を切って

いただいた中で、余りにも土砂が堆積してるっていうことをちょっと逆に危機感を感じたもので

ございますから、そうすると地域の方にも、大雨が降ったらある程度こういうこともしていかな

きゃいけないんじゃないかというようなことも含めて、自分自身に、大雨が降ったときのこうい

う状況っていうのは、すぐ国だ県だというところで早く土砂を撤去せえっていう、それだけの問

題ではなくて、地域の住民の皆様にも防災意識を持っていただかなきゃいけないというようなこ

ともあるものでございますから、私がそういう話をしたところでございますが、特に令和６年、

あるいは今後３０年先とかいうような格好で、結構期間が長く、限られた予算の中ですから、ど

うしても一部分の下流域だけを土砂取っても、大雨が降ったらまたそこはすぐ堆積してしまうと

いうような格好になってくるわけでございますので、その辺の順序的なものについてはどのよう

な体制でされるのか、その辺についてはお知らせ願えますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。河川整備という大きいくくりになってござ

いますが、３０年間というのは、いわゆる河川そのものの断面を広くしたり、堤防を高くしたり、

断面を確保するという、流下能力を高める、河川そのものを、という計画になっております。砂

防事業等につきましても、計画期間、６年度とかまでとか３年度以降となっておりますけど、こ

れも計画、一気に事業ができればいいんですけども、年次計画を立てて県のほうがやってるとい

うものです。今、国も県も取り組まれてるのは、緊急防災対策ということで、令和元年、２年、

３年、３カ年をかけまして、河川の樹木、あるいは土砂、河道掘削、このことについては重点的

にやっていくということになっております。ただ、全区間をやるというのも限界がございまして、

流下能力、流れを阻害している、妨げになってるところから順次やっていって、そういう対策、

河川改修というものと、河道掘削、樹木伐採というのは、ちょっとスパンが違うものになってる

ということになっております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 先ほど課長のほうからも話がありましたように、なかなかお金が

かかるものでございますし、すぐに１つの河川だけで対応できるものでもございません。計画的

なものがなければいけないと思うわけでございますが、そういうときに特に合流点のところ、こ
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れにつきましてはどうしても早くしていただかなければ、大雨が降ったときに、そこが渦を巻い

て災害の起因になるところではないかと思うんですけど、この辺につきまして先ほどもちょっと

お話をいただいたところでございますけども、具体的にはいつごろぐらいからされるかとか、そ

の辺のとこはおわかりいただければ教えていただきたいんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。県、国等から資料提供されたものに基づき

まして回答のほうを用意させていただいてるんですけども、ピンポイントで合流点をやるという

資料はいただいておりませんで、具体的に計画があれば、あるのかないのか改めて問い合わせま

して、町として知っておくということで、まずはそういう合流点についての問い合わせを改めて

してみたいというふうに思います。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ありがとうございます。

地域の方は、その土砂が合流点にいつも堆積してしまっているので、何とか、特に樹木の伐採

なりを早急にしてほしいということを盛んに言われるわけでございますけれども、これがそのま

ま放置したときに、例のハザードマップとの水害の推移とどの程度影響があるのか、その辺につ

いてはおわかりいただけますか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。堆積土砂があることによって流下能力その

ものがどの程度落ちてるかということだと思いますけども、これも何分、国、県のほうの管理河

川になってございまして、資料として整理してあれば、それも提供いただきたいということで求

めていきたいと思います。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 特に大雨が降る６月とか、あるいはそういう田んぼの水を使うよ

うな１０月までの間ではどうしても工事をできるわけではないものですから、１１月、１２月か

ら３月の間にどうしても工事をするというような格好になろうと思うんですね。実際に境地内の

樹木を伐採していただいたときも、やっぱり水が引いたとき、そのほうが工事もしやすいという

ような格好で出てくるわけでございますから、そのような合流点につきましてはそのような格好

がされるんじゃないかなと思うわけでございますけれども、そこで地域でやれるものっていうか、

その辺は何かお考えがあるんでしょうか。例えば河川のボランティア的なもので草刈りっていう

ようなこともあるんですけれども、これは限られたところしかできないものでございますし、こ
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れは今は地域の方が高齢でなかなか、じゃあ、一時的な草刈りもできるわけないしというような

ことがあって、大変、かえってそういうことを声出すとひんしゅくを買うような状況になってく

るんじゃないかなと思うんですが、何かいい手だてはないもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。現在は県のほうがボランティアということ

で、それこそ境地内、寺内川、いわゆる３号排水になりますけども、草刈りのボランティアとい

うことで事業がございます。ですけども、それ以上のことになってきますと、この辺もちょっと

問い合わせてみないとわからないんですけども、今この場で知り得てる限りは、そういった草刈

り等のボランティア等しか用意してないというふうに認識しております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 特に県河川、あるいは国の管轄の河川でございますから、どうし

ても幅が広い、面積が広いから、先ほど言いましたようにボランティアが到底できない状況もご

ざいます。ですから、中には草刈りロボットを借りるだとかっていうようなことがありますけれ

ども、ただ、河川の中っていうと、特に法勝寺川なんか幅広いですし、逆にはけがをしたりする

ことがあります。ですから、もし仮にやるとしても、県河川の小さなところをボランティアでや

れるぐらいのことだとは思うんですが、ただ、さっき言いましたように地域の方が皆さん高齢で、

なかなか現状と中身ができないというのが今の状況ではないかと思うわけでございます。ですか

ら、どうしても県なり国土交通省さんに土砂撤去していただいたり、あるいはそれの堆積物を取

っていただくような格好で業者にお願いをするしか方法がないのではないかなとは思うんですけ

れども、先ほども言いましたように、なかなかボランティアでは難しいじゃないかなというのが、

私個人は思ってるところでございます。ですから、どうか少しでも地域の防災力を高めるために

も、何かそういう防災意識を高めるために、ここはこういう格好で、今現状なんだよということ

を知っていただくためにも、早急に、まず樹木を伐開して今の現状はどうなのかということを見

ていただいて、そこから少しでも土砂を取っていただくような取り組みをしていかないと、なか

なか対応し切れないんじゃないかなという気はするんですけども、その辺についてはいかがなも

んでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。緊急防災減災事業として、３カ年で取り組んでいた

だいてます。県町村会を通じてこの事業をさらに続けていただかなければ、泥を取ったところで

多分１回か２回の洪水でまたもとに。一方で、そういうことがずっと続けられるかどうかってい
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うのも、本当は気持ちの中で思っています。

これは定かではありませんけれども、私が、２年前だったと思います、日吉津村、日野川の河

口でごみ取りのボランティアがあって参加したことがあるんです。たくさんの方が参加してごみ

を取りますけれども、ほとんどが日野川から流れてきた草だとか、枝だとか、そういうもんです。

きっと僕が草刈りしたやつがここに流れてきちょうだなというぐあいな気持ちで、日吉津の皆さ

んとごみ拾いをしました。一人一人の行為が、結局最後には流末の日野川のところに行くんだな

というのは改めて思ったところです。

そこで思ったのは、川の木が、やはりどんどんすごい勢いで成長しますよね。やはり田んぼの

用水でも、用排分離っていうことで私たちは非常に便利になりました。いわゆる代かきして排水

の堰をばっと抜ければ、水がざあっと流れて、いわゆる肥えた水分、栄養分に富んだ水が法勝寺

川に流れ込み、中の草を繁茂させ、私のところでいえば、やっぱり北方がもうそういう影響を受

けてるというぐあいに思います。農業を全く否定はできませんけれども、産業界のほうが言えば

いいんでしょうけども、これについても、やはり環境に優しい農業をしようという取り組みも、

ＣＯ２ の削減の中で大事なことだろうと思ってます。水の管理に十分注意をして、代かいた後に

簡単に水を捨てるなということでございます。そういう手間が少しかかりますけれども、環境に

配慮した取り組みによって、川の環境というものをまた昔のような環境を取り戻すということが

やはり原点にあるんではないかと思います。決して泥を取ることを否定はしませんけれども、こ

れはこれで要望は重ねていきますけど、原点としてはやっぱりそういうところにあるんじゃない

かなと思って、このごろ事業のほうを進めてもみてるとこでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 確かにいろんな問題点はあろうかと思います。ただ、現状として、

今、いつも災害を受ける、あるいは受けつつあるような地域には、やっぱり一つの安心な状態っ

ていうのが最低限でもなけないけないんじゃないかなと思うところがございますので、私がこう

いうお話をさせていただいたところでございます。卵が先か鶏が先かという小さなところで、そ

の原因はどうかという話もございますけども、それもさることながら、農家のほうではそういう

取り組み方、それから地域では、地域の中でそういう木を流さない、草を流さないとかっていう

ようなこともきちっとしていかなきゃいけないとは思いますけれども、それがお互いに地域の中

でこういう状況が今現状にあるというところも認識していただきながら、特にこの堆積してると

ころについては、経年でも一応計画をしていただき、安心・安全な町というものにしていかなけ

ればいけないんじゃないかなということをお願いして、次の議題に移らさせていただきたいと思
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います。

レジ袋の有料化という、先ほど町長のほうからマイバッグを推進していきたいということがあ

りました。実は私も小売業にかかわっております。この７月からレジ袋の有料化につきまして、

現在もナイロン製のごみ袋を出させていただいとるところでございますけれども、この有料化に

合わせて、お金はいただかなくて、持ち手のついたプラスチック製の袋で、有料にしないバイオ

マスのプラスチックを使用したもので取り組んでいこうっていう考えは持ってるところでござい

ます。中にはマイバッグで持参していただいてる方もございます。あるいはマイバッグが欲しい

という方もございますが、どうしても、やっぱりすぐに欲しい、あるいは、若い人はなかなかそ

こまでマイバッグまで持ってこないというようなこともありますので、先ほども町長の話の中で、

マイバッグを推進するという取り組みをしたいということがありますが、やっぱりこの辺はもう

少し大きな町の施策の中で取り組んでいっていただいたほうがいいんじゃないかなと思うんです。

ただし、小売業者からすればお金がかかるんですよ、有料化というのは。これは言ってみると、

２２から５２ぐらいお金をもらってくださいということなんですよ。ところがそうではいけなく

て、できるもんならプラスチック製の袋でバイオマスとかを使った、あるいは海底で分解するよ

うなプラスチックをすれば、コストはかかるんだけれども、レジ袋の有料をせずに無料にしまし

ょうという捉え方を私はしようと思ってるんですよ。そうしていくことによって、小売業のほう

も少しの負担はかかりますけれども、環境に取り組もうという捉え方があろうと私は思ってると

ころ。ですから、利用者の方はマイバッグもいいんですけれども、実際に来られるときに、何も、

手ぶらで来られてというときに、マイバッグありません、じゃあ、裸で下さいという方もありま

すけれども、中にはなくされたりする場合があろうかと思います。ですから、ぜひ小売業が、全

ての小売業が対象ということですが、実際に既にレジ袋をかえておられたり有料化されてるとこ

ろもあるようでございます。ですから、その辺で町の姿勢として、マイバッグ推進、そして、そ

れならかわりにそういう海洋で分解するようなプラスチックも小売業の中には取り入れちょいて

ねというような格好でしないと、前に進まんじゃないかなと思うんですが、その辺についてはい

かがなもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長でございます。議員のおっしゃる有料化の対象外

の袋なんですけども、町としましては、今、減量化というところもありまして、結局、有料化の

対象外は結局ごみになって、そのまま燃やしたりだとか、ビニールですので軟質プラスチックで

固形燃料にしたりとかするんですけども、そうすると結局はごみは減らないという観点もござい
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ますので、マイバッグのほうを重点的に推奨したいと考えています。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 他町村では、有料化というか、レジ袋なしの条例というようなと

ころもつくっておられる、つくろうというような動きもあるところがあります。その辺のところ

もありますけど、先ほども、町が環境に優しい、特に里地里山だということでマイバッグを推進

するということがあれば、もうちょっと踏み込んだ取り組みっていうのはしていかないと、先ほ

ど言いましたように、小売業のほうは法的に７月からは有料化しますよという話が、普通のナイ

ロン袋だったらっていうことが出てくるわけですよね。その辺についてはどういうぐあいにされ

ようとしてるんでしょうか、じゃあ小売業については。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。今、課長が言いましたとおり、海洋プラスチックの

問題としては確かに海洋汚染はしないかもしれませんけど、ごみとしては結局同じことなわけで

す。ＣＯ２ も発生させるでしょう。町としましては、この機会にマイバッグ運動をさらに進めて、

ヨーロッパの諸国が当たり前のようにやってるようなマイバッグ、または過大な包装紙のものを

リフューズ、要らないと。私、先日、あるスーパーで、隣の御婦人がタッパー持ってきとって、

中へ全部移して、そこにある、今まで包装してたものを全部そこの下のごみに入れるのを見て、

あっ、こういう姿がやはり日本でも出てくるんだなということを改めて思ったところです。その

ことが企業の今後の、例えばプラスチック製をできるだけやめようだとか、社会の中で環境に配

慮した地域をつくっていく、そういう第一歩になるんじゃないかと思ってます。

その中で、今、議員がおっしゃられた小売業の皆さんのビニールバッグ、ビニールの袋ですね、

私も便利で使いますけれども、ぜひここは一緒にマイバッグの運動に取り組みに御賛同をいただ

いて、住民の皆さんと一緒に、できるだけそのものを使わないということに取り組んで、一緒に

やっていただきたいなと思ってるところでございます。ここはやっぱり一つの大きな変化点だろ

うと思ってます。また、これから新年度に向けて取り組みを開始するところでございますし、７

月までもう少し時間がありますので、十分地域で商店を営んでる方等との連携、調整も進めたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 先ほど言いましたように、これは一つのいいきっかけであろうと

私は思っております。そして、里地里山がというイメージを上げるためにも、ぜひマイバッグな

らマイバッグをきちっと浸透できるような取り組みでないと、何か絵に描いた餅になっちゃう可
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能性があります。ですから小売業の、私どもはそういう格好の推進をするということであれば、

じゃあそういう格好にシフトしましょうと。ただし、どうしてもない方もあれば、それはそうい

うエコバッグがあったり、あるいは私どもでそういう用意をしなきゃいけない、しないところも

あるわけですけれども、全部が全部、小売業がやれるかっていうと、もう負担がかかるというこ

ともあるかもしれませんので、ぜひその辺は商工会の小売業部会なんかと相談の上、町はこうい

う方向で行きたいんだ、だから、そのために小売業頼むよというような、やっぱり町が姿勢をす

るような格好でしないと、まず展開できないんじゃないかなと思います。それと、やっぱりロー

ソンだとか丸合だとかっていう大きなところも、そういうことがかかわっていかなきゃいけない

と思います。私どもの小さなほんの小売業だけでは無理でございます。やっぱり大きなところが

そういうことで、町がそういう格好で考えとんなら協力するわという格好になって、じゃあ、一

緒になって取り組みましょう、よろしくという格好で握手ができて、そしてそういう格好での、

ナイロン袋やめてマイバッグ推進を取り組んで、マイバッグありませんかというようなことをレ

ジの皆さん方が言える、そういう姿こそ、私は本当の里地里山の町、南部町だという格好になる

んじゃないかなと私は思いますので、ぜひその辺についてはお願いし、また、私の小売業として

も協力はしたいと思っておりますので、ぜひお願いをしたいと思います。

さて、最後でございます。交通問題ということで、地元でございますので、地元の者が何言っ

ちょうだってって話があるかもしれませんが、早里橋のところに信号機があるために、先ほど言

われましたように２００メーターの間が短いために横断歩道ができないという話が今あったよう

に承ってございます。子供たちがバス停まで行くのに、どうしてもあの危険な２車線の県道を横

断、お父さん、お母さんと一緒に横断してるわけでございますけれども、なかなか地域の方から

は、何で横断歩道ができないのとか、信号機云々ということはいろいろなものがありますから、

先ほども言いました早里橋のところにありますけれども、何とかならないかというのが、保護者

を初めＰＴＡの方からのお話も出てるところでございますが、その辺も、先ほど２００メーター

未満だからできないということは、確かに一度とまって、そしてまたとまるということになると

交通に対する支障があるということは、私も重々、車の運転してます、わかりますけれども、そ

の辺についてはいかがなものか、再度お聞かせ願いたいと思いますが。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。実は私、開通式の日に、ＰＴＡの方なのか、お母様

に、要望がありますということで、何なのかと思って行きましたら、今の橋のところで、ここに

横断歩道が欲しいんだと。ちょうど県の職員もいましたので、同じ道路改良の開通を祝う日に、
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これは何なんだという話をしたところです。おられましたんで、私もよく知っています。県が申

しますには、やはり全体の計画をするときに、十分に地域の皆さんとの連携がとれなかったこと

が原因じゃないかなと思います。一つには、もう少し線形を川から外して人家寄りにあと２メー

ターほどずらせば、横断歩道のスペースがとれたかもしれません。それから、もう一つ、仮にそ

うしたところで、２００メータールールの中で横断歩道はつくれなかったと、横断歩道はそれに

つくれないということをきちんと説明をして、２００メーター離れたところにもう１カ所横断歩

道をつくるというようなことができなかったんだなというぐあいに思っています。これでは私も

回答になりませんので、できるかどうか、非常に厳しいとは言いながらも、公安委員会のほうに

は毎年この要望は続けて出そうと思っています。それしか私どもがやれる方法はないだろうと。

その中で、公安委員会が、いや、２００メーター、あそこから外さなくちゃいけないという結果

にもなるかもしれませんけれども、横断歩道の要望はすかさずやっていこうと、こう思っていま

す。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 現在、橋を渡った向こうのところで、子供たちが今６人、小学校

までの子供がおります。中学生は土手を通って自転車で行くわけでございますけれども、未満児

の子供たちがいつもバス停まで行って、お母さんと一緒に歩いてるというような状況でございま

す。生まれたばかりの赤ちゃんもおりますので、実質的には四、五人ではございますけれども、

ぜひ、ちょうど事故があってから、ああ、やっぱりつくったらよかったよなということではだめ

ですので、何かそういう対策を早急にできるような協力をお願いをしたいと思います。時間も大

変経過しましたが、地域の子供たち、そして保護者の方、それから地域住民の方からも、ぜひあ

そこには横断歩道がないと子供たちが危ないなということがあっております。私の目の前ですの

でなかなか言いにくい面もございますが、ぜひ対応していただきますことをお願いして、私の質

問にさせていただきたいと思います。

最後に、町長のほうで何かあればお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。橋から直接目の前の、反対側に横断するための横断

歩道というのは非常に難しいだろうと思います。今、上側に回って、横断歩道を渡って、またあ

の間が５０メーターぐらいですかね、５０メーターほど１８０号を動いていただいて、横断歩道

を渡って、また５０メーターこっちに帰ってこなくちゃいけない。その御不便さはよくわかりま

すが、やはり一定のまたルールっていうのもきっとあると思います。そのあたりのところを、県
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や、それから公安委員会とも十分に相談し、または必要があれば地域の皆さんとも、なぜこの話

が進まないのかも含めて御理解もいただかなくちゃいけないとこもあろうと思います。また、ぜ

ひ議員の力もおかりしながら、住民の皆様としっかりとこのあたりのところ話していきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、７番、仲田司朗君の質問を終わります。

これをもちまして、本日予定しておりました一般質問は終わります。

・ ・

○議長（秦 伊知郎君） 以上をもちまして、本日の日程は全部を終了いたします。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会はこれをもって散会といたし

ます。

明日１２日も定刻より本会議を持ちまして、引き続き一般質問を行う予定でありますので、御

参集のほうよろしくお願いいたします。

それでは、これで終了いたします。本日は御苦労さんでした。

午後４時１３分散会

－７９－


